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水法における公法と私法（一）

一
　
考
察
の
対
象

の
　
水
　
法

⇔
　
公
法
と
私
法

一
　
第
一
期
一
審
民
法
に
お
け
る
水
法

　
の
　
意
見
書
・
法
学
教
育
関
係

◎
　
旧
民
法

　
　
ω
　
財
産
及
び
物
の
区
別

　
　
ω
流
水
地
役

　
　
㈹
　
河
川
の
寄
洲
・
中
洲
の
添
附

　
　
働
　
補
論
ー
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
旧
民
法
の
「
法
源
」
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…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
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号
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三
　
第
二
期
i
現
行
民
法
に
お
け
る
水
法

　
8
　
法
典
論
争

　
　
ω
　
法
典
延
期
派
の
論
稿

　
　
②
　
法
典
断
行
派
の
論
稿

四
ω
　
現
行
民
法
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財
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び
物
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別
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水
地
役

河
川
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寄
洲
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中
洲
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添
附

補
論
一
泪
河
川
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学
説
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場

語

の
　
総
論
的
評
価

ω
各
論
的
評
価

　
ω
　
公
法
・
私
法
の
峻
溺
論
及
び
公
物
理
論

　
②
　
流
水
の
所
有
関
係

　
㈹
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利
権
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的
性
質

　
㈲
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法
峻
別
論
と
慣
習
重
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方
針
の
相
剋
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…
…
…
…
・
…
…
…
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山

考
察
の
対
象

{

∵
法

那
-

3

考

察

を

開

始
す
る
に
際
し
て
､
ま

ず
､本
稿
の
表
題
に
い
う

｢水
法
｣

に
つ
き
付
言
し
て
お
こ
う
｡

31
刑

｢
水

法

(W

a
s
s
e
r
r
e
c
h
t
;
d
r
o
it
d
e
l
?

eau)｣
と
は

｢広
-
p
水
に
関
連
す
る
社
会
経
済
生
活
の
秩
序
の
た
め
の
法
を
指

す

｣
.

門
2
山

右

の

定

義

か

ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
､
こ
の
法
領
域
の
対
象
と
な
る
客
体
は
､
極
め
て
広
汎
で
あ
る
｡
ま
ず
､
水
法
の
対
象

と
な
る

｢水
｣
は
､
気
体

(水
蒸
気

◎
湿
気
)､
液
体

(冷
水
及
び
温
水
)､
固
体

(水

芸
ヨ
)
の
全
て
を
含
み
､
ま
た
p
そ
の
所
在
場

所
は
､
水
文
学

(
h

y

d
o
r
o
io
g
y
)

に

い

う

水
文
的
循
環

(hydo
T
O
lo
g
ic

c
y
c
le

)-
海

砂
湖
沼
等
に
お
け
る
貯
留
-
蒸
発
-
凝
結

(雲
)
-
降
水

(雨

孟
ヨ
)

-

浸

透

-

地

下

貯

留
-

流
出
(河
川
)
-

再

び

貯

留

-
の全
て
に
及
ぶ
｡
更
に
､
水
法
の
対
象
は
､
水

そ
れ
自
体
の
み
な
ら
ず
､
水
に
関
連
す
る
土
地

(河
床

◎
河

川
敷
等
)
や
施
設

(水
車

¢
水
門
等
)､
水
の
生
産
物

(水
棲
動
植
物

｡
砂

利
等
)
そ
の
他
に
ま
で
広
が

っ
て
い
る
｡

一
方
､
こ
れ
ら
の
客
体
を
規
律
す
る
法
秩
序
は
､
そ
の
目
的
と

す

る

と
こ

ろ

の
相

違
に
よ
り
､
次
の
二
種
に
大
別
さ
れ
る
o
そ
の

一
は
､
水
に
よ
る
被
害

(水
害
等
)
か
ら
社
会
経
済
生
活
を
守
る
た
め
の
法
で
あ
り
P
い

ま

一
つ
は
､
水
の
有
す
る
効
用
を
社
会
経

済
生
活
に
役
立
て
る
た
め
の
法
で
あ
る
｡
前
者
の
目
的

◎
性
格
を
有
す
る
法
秩
序
は

｢
治

水
法
｣､
後
者
の
胃
的

⑳
性
格
を
有
す
る

法
秩
序
は

｢利
水
法
｣
と
呼
ば
れ
る
｡

以
上
の
よ
う
な
対
象
及
び
性
格

の
多
様
性
か
ら
､
水

法
は
､
法
域
的

に
は
､

私
法
､
公
法

(行
政
法
､
刑
法
)
の
諸
分
野
に
わ
た

り
P
ま
た
､
固
内
法
に
留
ま
ら
ず
国
際
法
に
ま
で
及
ぶ
o



水法における公法と私法（一）

【
3
】
他
方
、
そ
の
法
源
（
存
在
形
式
）
に
着
眼
す
る
な
ら
ば
、
水
法
の
歴
史
的
発
展
は
、
次
の
三
つ
の
段
階
に
分
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
即
ち
、
①
か
つ
て
こ
の
法
領
域
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
慣
習
（
法
）
に
頼
っ
て
い
た
。
②
し
か
し
、
人
の
水
と
の
関
わ
り
が

多
様
化
・
拡
大
化
す
る
に
伴
い
、
㈱
第
一
に
、
制
定
法
に
よ
る
秩
序
化
が
要
求
さ
れ
、
㈲
第
二
に
、
私
法
領
域
で
の
規
制
に
留
ま
ら

ず
公
法
的
規
制
に
よ
る
秩
序
維
持
が
次
第
に
強
化
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
③
更
に
、
今
世
紀
初
頭
以
降
、
諸
外
国
に
お
い
て
は
、

相
互
に
整
合
性
を
欠
く
撮
れ
の
あ
る
個
別
立
法
を
整
序
・
統
合
し
、
治
水
・
利
水
の
両
面
及
び
水
文
的
循
環
の
全
域
を
見
据
え
た
総

合
的
・
統
一
的
水
法
典
を
制
定
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
だ
が
、
我
が
国
に
は
、
こ
の
よ
う
な
統
一
的
水
法
典
は
一
意
に
戦
前
よ
り
そ
の
必
要
性
は
主
張
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
…

未
だ
存
在
し
な
い
。
比
較
的
総
括
的
な
制
定
法
と
し
て
は
河
川
法
（
昭
和
三
九
年
法
律
一
六
七
号
）
が
存
在
す
る
が
、
こ
れ
と
て
直

接
的
に
は
上
記
水
文
的
循
環
の
う
ち
の
流
出
の
側
面
を
対
象
と
す
る
も
の
に
過
ぎ
ず
、
ま
た
、
治
水
・
利
水
の
両
面
の
う
ち
利
水
法

関
係
の
規
定
が
貧
弱
で
あ
る
。
そ
の
他
、
水
に
関
す
る
行
政
法
規
に
は
、
公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
一
〇
年
法
律
五
七
号
）
・
温
泉
法

（
昭
和
二
三
年
法
律
一
二
五
号
）
・
港
湾
法
（
昭
和
二
五
年
法
律
二
一
八
号
）
・
海
岸
法
（
昭
和
三
一
年
法
律
一
〇
一
号
）
・
工
業
用
水
法

（
昭
和
三
｝
年
法
律
一
四
六
号
）
・
水
道
法
（
昭
和
三
三
年
法
律
七
九
号
）
・
特
定
多
目
的
ダ
ム
法
（
昭
和
三
二
年
法
律
三
五
号
）
・
水
質
汚

濁
防
止
法
（
昭
和
四
五
年
法
律
＝
二
八
号
）
・
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
九
年
法
律
六
一
号
）
等
が
あ
り
、
ま
た
、
刑
法
に

は
、
出
水
及
び
水
利
に
関
す
る
罪
（
二
九
条
－
ご
コ
ニ
条
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
私
法
領
域
に
お
い
て
は
、
民
法
の
相

隣
関
係
及
び
地
役
権
に
関
す
る
規
定
中
に
、
水
に
関
す
る
規
定
が
存
在
す
る
（
二
一
四
条
一
二
二
二
条
、
二
八
五
条
）
。
更
に
、
慣
行

水
利
権
や
水
利
権
に
基
づ
く
妨
害
排
除
の
よ
う
に
、
依
然
と
し
て
多
く
の
分
野
が
慣
習
法
・
判
例
法
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
以
上
を

要
す
る
に
、
我
が
国
の
現
行
法
は
、
未
だ
水
法
の
歴
史
的
発
展
の
①
第
一
段
階
（
慣
習
法
の
時
代
）
な
い
し
②
第
二
段
階
（
個
別
的

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

制
定
法
の
時
代
）
に
あ
る
。

【
4
豪
　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
段
階
に
あ
る
我
が
国
の
水
法
秩
序
の
直
面
し
て
い
る
問
題
は
（
そ
し
て
こ
の
点
が
統
一
的
水
法
典
制
定
を

3
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促

す
要
因
に

l
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
)､
互
い
に
没
交
渉
の
ま
ま
形
成
さ
れ
p
そ
の
結
果
法
秩
序
全
体
と
し
て
の
整
合
性
を
欠
-
に

至

っ
た
､
水
に
関
す
る
㈲
慣
習
法
と
制
定
法
及
び
㈲
私
法
と
公
法
の
間
の
矛
盾

◎
抵
触
関
係
を
ど
の
よ
う
に
解
消
す
る
か
､
と
い
う

点
で
あ
る
｡

こ
の
う
ち
の
廟
は
､
主
と
し
て
民
法

一
七
五
条
の
物
権

法
定

主

義
と
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
る
問
題
で
あ
る
が
､
筆
者
は
か
つ
て
同

(3
)

条
に
関
す
る
比
較
法
的

⑳
沿
革
的
考
察
を
行

っ
た
こ
と
が
あ

る
｡

そ
こ
で
､
本
稿
で
は
､
上
記
㈲
の
問
題
の
側
に
焦
点
を
当
て
て
検

討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
｡

出

公
法
と
私
法

門5
3

上
述

(門3
山)
の
如
-
､
水
法
秩
序
の
史
的
発
展
の
第
二
段
階
は
､
水
に
関
す
る
私
法
秩
序
を
排
除
し
て
公
法
秩
序
の
適
用

領
域
を
拡
大
し
て
ゆ
-
過
程
と
し
て
理
解
さ
れ
る
｡
だ
が
､
こ
れ
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
､
そ
の
前
提
と
し
て
､
公
法
と
私
法
の

峻
別
論
が
確
立
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
｡

我
が
国
に
お
い
て
公
法

◎
私
法
の
峻
別
論
が
い
つ
成
立
し
た
か
に
関
し
て
は
､
公
法

◎
私
法
概
念
の
発
展
過
程
を

｢明
治
元
年
よ

り
明
治
憲
法
制
定

〔-
明
治
二
二
年
〕
前
ま
で
の
期
間
｣
｢明
治
憲
法

⑳
行
政
裁
判
所
法

〔-
明
治
二
三
年
法
律
四
八
号
〕
制
定
か
ら
昭

和
初
期
に
至
る
期
間
｣
｢昭
和
初
期
よ
り
日
本
国
憲
法
制
定
前
ま
で
の
期
間
｣
｢現
在
｣
の
四
期
に
分
け
て
詳
細
に
考
察
す
る
､
塩
野

(4
)

宏

『公
法
と
私
法
』
が
存
す

る
｡

同
書
は
､
こ
の
う
ち
の
第

一
期
に
お
い
て
は

｢人
は
､
さ

ま

ざ

ま

な
意
義
に
お
け
る
公
法

◎
私
法

の
区
別
の
存
在
を
知
り
つ
つ
も
､
な
お
､
そ
の
間
の
弁
別
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
｣
と
し
て
､
こ
の
時
代
を

｢公

(5
)

(6
)

法
と
私
法
の
萌
芽
期
｣
な
い

し

｢準
備
期
L
と
位

置
づ
げ
､
続
-
第
二
期
を
も
っ
て

｢公
法
体
系
の
確
立
｣
期
と
理
解
す
る
｡

門6
山

し
か
し
な
が
ら
､
私
見
は
､
こ
れ
と
若
干
異

な
る
認
識
を
有
し
て
い
る
｡
と
い
う
の
は
､
第

一
に
､
上
記
時
代
区
分
の
第

一



期
に
お
い
て
は
、
既
に
フ
ラ
ン
ス
直
系
の
公
法
・
私
法
峻
劉
論
が
我
が
国
に
導
入
さ
れ
定
着
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
、

従
っ
て
ま
た
第
二
に
、
上
記
時
代
区
分
の
第
一
期
か
ら
第
二
期
へ
の
変
化
も
、
（
法
律
学
全
般
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
法
か
ら
ド
イ
ツ
法
へ

の
移
行
現
象
の
一
例
と
し
て
の
）
フ
ラ
ン
ス
法
系
の
公
法
・
私
法
理
論
か
ら
ド
イ
ツ
法
国
の
そ
れ
へ
の
転
換
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ

き
も
の
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
主
と
し
て
右
第
一
期
の
立
法
で
あ
る
旧
民
法
、
及
び
、
第
二
期
の
立
法
で
あ
る
現
行
民
法
を
素
材
と
し
て
、

我
が
国
に
お
け
る
公
法
・
私
法
の
峻
藩
論
の
成
立
と
変
遷
、
及
び
、
そ
れ
に
基
づ
く
水
法
秩
序
の
変
化
を
検
討
し
た
い
。

二
　
第
一
期

旧
民
法
に
お
け
る
水
法

水法における公法と私法〈一〉

諏
7
】
　
周
知
の
如
く
、
明
治
初
年
（
上
記
区
分
の
第
一
期
）
の
法
律
学
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
大
き
く
傾
斜
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
フ

ラ
ン
ス
が
当
時
世
界
最
高
の
成
文
法
典
で
あ
っ
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
翻
訳
を
基
礎
と
し
て
我
が

国
の
諸
法
典
を
編
纂
し
よ
う
と
し
た
政
府
は
、
明
治
二
年
よ
り
箕
作
麟
祥
に
フ
ラ
ン
ス
法
典
の
訳
出
を
命
じ
た
。
そ
の
成
果
が
、
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

ポ
レ
オ
ン
王
法
（
憲
法
・
刑
法
・
民
法
・
商
法
・
訴
訟
法
）
の
翻
訳
た
る
『
仏
蘭
西
法
律
書
』
で
あ
り
、
右
訳
書
は
、
立
法
作
業
の
原

草
案
と
し
て
用
い
ら
れ
た
ほ
か
、
こ
の
時
代
の
法
学
教
育
並
び
に
法
規
運
用
に
際
し
て
の
参
考
書
と
し
て
も
活
用
さ
れ
た
。

【
8
謡
　
だ
が
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
体
系
を
理
解
し
、
こ
れ
を
基
に
日
本
法
を
整
備
す
る
た
め
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
法
学
者
の
助
力
が
不

可
欠
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
政
府
が
フ
ラ
ン
ス
よ
り
招
い
た
法
律
顧
問
に
は
、
ブ
ス
ケ
（
の
．
鉱
．
副
W
O
C
ω
ρ
¢
頃
6
）
（
在
田
期
間
・
明
治

五
－
九
年
）
と
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
（
O
“
団
6
じ
σ
○
剛
G
o
ω
O
Z
》
O
国
）
（
在
日
期
間
・
明
治
六
一
二
八
年
）
が
い
る
が
、
彼
ら
は
、
次
の
三
つ
の
側

面
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
。
そ
の
一
は
、
政
府
か
ら
の
種
々
の
諮
問
に
回
答
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
二
は
、
フ
ラ
ン
ス

法
系
の
新
法
典
あ
る
い
は
法
制
度
の
運
用
を
可
能
に
す
る
た
め
法
学
教
育
を
行
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
三
は
、
我
が
国
の
諸
法
典
の

5
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草
案
そ
れ
自
体
を
作
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。

言
及
し
た
も
の
が
存
在
す
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
資
料
中
に
は
、
公
法
・
私
法
の
峻
別
論
及
び
水
法
秩
序
に

の
　
意
見
書
・
法
学
教
育
関
係

【
9
】
　
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
、
来
日
の
翌
年
（
明
治
七
年
）
よ
り
、
当
時
の
法
律
家
養
成
機
関
た
る
司
法
省
法
学
校
の
（
正
則
科
）
第

一
期
生
に
対
し
て
「
性
法
〔
自
然
法
（
脅
○
淳
謬
象
ξ
巴
〕
講
義
」
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
は
、
既
に
公
法
・
私
法
の
区
別
が

論
じ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、

　
　
　
　
　
ド
ロ
ワ
プ
ユ
ブ
リ
ツ
ク
　
　
ド
ロ
ワ
プ
リ
ウ
エ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
ロ
ワ
ホ
リ
チ
ツ
ク

　
①
性
法
ハ
公
　
　
法
ト
私
　
法
ト
ヲ
問
ハ
ス
都
テ
一
国
ノ
法
律
ノ
本
源
ナ
リ
憲
　
　
法
ハ
固
ヨ
リ
公
法
ノ
至
部
二
三
ル
者
ナ
リ
ト
雛
モ
余

　
　
ハ
憲
法
二
念
テ
ハ
性
法
ヲ
論
セ
ス
只
社
会
ノ
守
護
タ
ル
刑
法
（
公
法
ノ
一
部
）
ト
及
ヒ
社
会
ノ
開
達
ヲ
進
メ
其
繁
昌
ヲ
保
ス
ル
所
ノ
政
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
〔
U
行
政
法
〕
（
岡
シ
ク
公
法
ノ
一
部
）
ト
ニ
付
テ
性
法
ヲ
説
カ
ン
ト
欲
ス

　
②
立
法
官
（
正
義
ノ
主
宰
）
ノ
画
セ
シ
道
ヲ
人
為
法
〔
1
一
実
定
法
〕
ト
云
フ
而
シ
テ
其
ノ
用
法
二
従
フ
テ
或
ハ
之
ヲ
公
法
ト
云
ヒ
或
ハ
之
ヲ

　
　
私
法
ト
云
フ
又
タ
公
法
ヲ
細
別
シ
テ
之
ヲ
憲
法
ト
為
シ
政
法
ト
為
シ
及
ヒ
刑
法
ト
為
ス
私
法
モ
亦
タ
之
ヲ
細
別
シ
テ
民
法
ト
為
シ
商
法
ト

　
　
（
9
）

　
　
為
ス

　
他
方
、
右
「
性
法
講
義
」
の
後
半
部
分
で
は
、
民
法
領
域
で
の
自
然
法
及
び
フ
ラ
ン
ス
法
の
立
場
が
講
述
さ
れ
て
い
る
が
、
右
講

義
部
分
の
う
ち
所
有
権
を
取
得
す
る
種
々
の
方
法
に
つ
い
て
触
れ
た
個
所
に
は
、
水
法
秩
序
に
関
す
る
言
及
が
見
出
さ
れ
る
。
例
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ク
セ
ツ
シ
ラ
ン
　
　
　
イ
ン
コ
ル
ポ
ラ
シ
ヲ
ン

ば
、
所
有
権
取
得
方
法
の
第
二
「
加
　
属
詰
論
附
　
　
著
し
〔
穫
附
合
〕
の
個
所
に
お
い
て
は
、
㈲
河
川
の
沿
岸
地
に
接
続
し
て

　
　
　
　
プ
リ
ユ
ピ
ヲ
ン

生
じ
た
「
寄
　
心
し
に
関
し
て
は
、
沿
岸
地
所
有
者
が
所
有
権
を
取
得
す
る
と
の
説
明
の
後
に
、
㈲
河
聯
中
の
「
島
嘆
」
「
乾
潟
し

に
関
し
て
は
、
自
然
法
に
よ
れ
ば
「
其
ノ
形
況
二
從
フ
テ
或
ハ
両
岸
ノ
浜
人
〔
1
1
「
沿
岸
帯
土
地
ヲ
有
ス
ル
人
」
〕
二
属
シ
或
ハ
片
岸

6
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ノ
浜
人
二
属
ス
」
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ル
　
ウ
ヘ
ナ
ビ
ガ
　
ブ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ル
　
ウ
フ
ロ
ツ
タ
　
ブ
ル

　
然
レ
ト
モ
人
為
法
（
殊
二
法
朗
西
法
）
二
宮
テ
ハ
船
　
　
　
河
（
船
ヲ
通
ス
ル
ニ
足
ル
ヘ
キ
大
河
）
或
ハ
筏
　
　
　
河
（
船
ノ
通
セ
ス
シ

　
テ
筏
ノ
通
ス
ル
河
）
ノ
中
二
生
蝋
シ
島
瓦
毛
ヒ
乾
煎
ハ
法
二
二
テ
之
ヲ
政
府
ノ
所
有
地
ト
ナ
セ
リ
故
二
余
ノ
論
説
ハ
小
川
二
非
サ
レ
ハ
之
ヲ

　
実
際
二
当
行
ス
ル
能
ハ
ス
然
レ
ト
モ
鯛
麺
二
接
続
シ
テ
寄
地
ヲ
生
ス
ル
ト
キ
ハ
常
二
余
ノ
論
説
ヲ
当
行
ス
ル
ヲ
得
ヘ
シ
即
チ
寄
地
ハ
必
ス
浜

　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
人
二
属
ス
ヘ
シ

と
の
説
明
が
見
出
さ
れ
る
。
右
引
用
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
既
に
こ
の
時
代
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
語
の
公
法
・
私
法
の
区

別
及
び
水
法
に
お
け
る
両
者
の
適
用
関
係
一
な
か
ん
ず
く
公
水
に
対
す
る
私
法
規
定
の
適
用
排
除
一
は
、
我
が
国
に
紹
介
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
、
明
治
一
〇
年
入
学
の
速
成
科
第
一
期
生
に
対
し
て
も
、
上
記
正
則
科
第
一
期
生
と

同
様
の
「
性
法
講
義
し
及
び
「
（
フ
ラ
ン
ス
）
民
法
財
産
編
講
義
」
を
行
っ
て
い
る
。

【
1
0
M
　
他
方
、
右
司
法
省
法
学
校
講
義
と
並
ん
で
、
ブ
ス
ケ
及
び
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
こ
の
時
期
、
司
法
省
の
現
役
官
吏
に
対
し
て
も

フ
ラ
ン
ス
実
定
法
の
講
義
（
「
民
法
会
議
」
「
刑
法
会
議
」
「
治
罪
法
会
議
」
等
）
を
行
っ
て
お
り
、
ま
た
、
こ
の
時
期
に
彼
ら
が
政
府
に

提
出
し
た
意
見
書
の
中
に
は
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
「
権
限
争
訟
に
関
す
る
行
政
裁
判
権
に
つ
い
て
の
建
白
書
」
（
明
治
八
年
な
い
し
九

年
）
の
よ
う
に
、
行
政
法
が
公
法
の
一
分
野
で
あ
る
こ
と
、
河
川
使
用
に
関
す
る
警
察
措
置
が
こ
の
分
野
に
属
す
る
こ
と
、
あ
る
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

は
行
政
裁
判
所
と
司
法
裁
判
所
の
管
轄
の
相
違
等
に
関
す
る
説
明
を
行
っ
た
も
の
も
あ
る
。

【
1
1
】
　
そ
の
後
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
、
司
法
省
法
学
校
に
お
い
て
、
明
治
＝
二
年
入
学
の
速
成
科
第
二
期
生
、
明
治
一
六
年
入
学
の

速
成
科
第
三
期
生
に
対
す
る
講
義
も
行
っ
た
。
そ
こ
で
は
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
若
干
変
更
さ
れ
、
「
性
法
講
義
」
は
「
法
律
大
意
講
義
」

へ
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
財
産
編
講
義
は
明
治
一
二
年
よ
り
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
が
起
草
に
着
手
し
て
い
た
日
本
民
法
草
案
の
講
義
（
速
成
科

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

第
二
期
生
に
対
し
て
は
草
案
財
産
編
第
一
版
、
速
成
科
第
三
期
生
に
対
し
て
は
同
第
二
版
の
講
義
）
へ
と
改
め
ら
れ
た
が
、
こ
の
う
ち
速

成
科
第
二
期
生
に
対
す
る
「
法
律
大
意
講
義
」
に
お
い
て
は
、
公
法
・
私
法
の
区
別
及
び
行
政
法
の
位
置
づ
け
が
、
先
の
「
性
法
講

7
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義
」
以
上
に
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
水
法
と
の
関
係
で
は
、
行
政
法
に
関
す
る
講
述
個
所
に
「
例
ヘ
ハ
磯
山
炭
坑
ノ
開
発
流
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

ノ
使
用
軍
役
ヲ
規
定
ス
ル
等
ノ
事
ハ
参
政
法
二
三
ハ
ル
ナ
リ
」
と
の
言
が
見
出
さ
れ
る
。
ま
た
、
速
成
科
第
三
期
生
に
対
す
る
「
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

律
大
意
講
義
」
で
は
、
水
に
関
す
る
地
役
に
つ
い
て
の
具
体
的
言
及
が
見
ら
れ
る
ほ
か
、
公
法
・
私
法
を
論
じ
た
部
分
に
は
「
道
路

水
流
等
墨
付
テ
モ
吾
人
ノ
欲
ス
ル
所
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
ス
蓋
シ
常
二
之
レ
ニ
関
ス
ル
規
則
及
ヒ
制
限
ア
レ
ハ
ナ
リ
此
等
ノ
規
則
モ
又

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

タ
行
政
法
ヲ
以
テ
之
レ
ヲ
規
定
ス
」
と
の
説
明
が
認
め
ら
れ
る
。

〔
1
2
睡
　
一
方
、
こ
の
時
期
、
司
法
省
法
学
校
で
は
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
他
に
、
ア
ペ
ー
ル
（
（
｝
。
ノ
さ
〉
℃
℃
国
菊
↓
）
（
在
日
期
問
・
明
治
一

二
一
二
二
年
）
が
明
治
九
年
入
学
の
正
躍
聖
岳
二
期
生
、
明
治
＝
二
年
入
学
の
第
三
期
生
に
対
し
て
、
性
法
（
自
然
法
）
・
民
法
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

政
法
（
行
政
法
）
等
の
講
義
を
担
当
し
て
い
る
。

　
ア
ペ
ー
ル
も
ま
た
、
政
府
か
ら
の
諮
問
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
し
、
あ
る
い
は
現
役
行
政
官
に
対
す
る
法
律
学
講
義
を
行
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

が
、
そ
の
中
に
も
、
「
参
議
院
議
官
蜂
須
賀
茂
昭
公
ト
革
嚢
西
法
律
博
士
ア
ツ
ペ
ー
ル
氏
ト
ノ
問
答
」
（
明
治
一
五
年
）
や
、
学
習
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

に
お
い
て
現
役
の
行
政
官
に
対
し
て
行
っ
た
「
仏
国
行
政
法
講
義
し
（
明
治
一
五
年
）
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
公
法
・
私

法
峻
別
論
及
び
公
物
法
理
論
を
詳
細
に
解
説
し
た
も
の
が
あ
る
。

門
！
3
曝
　
更
に
、
彼
ら
フ
ラ
ン
ス
人
法
学
者
は
、
司
法
省
法
学
校
出
身
者
ら
に
よ
っ
て
創
立
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
法
系
の
私
立
法
律
学
校

で
あ
る
東
京
法
学
校
（
法
政
大
学
の
前
身
）
・
明
治
法
律
学
校
（
明
治
大
学
の
前
身
）
に
お
い
て
も
法
学
教
育
を
行
っ
て
お
り
、
例
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

ば
ア
ペ
ー
ル
は
、
東
京
法
学
校
で
も
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
を
講
義
し
て
い
る
（
明
治
一
四
一
一
五
年
、
明
治
一
九
年
）
。

【
1
4
】
　
以
上
の
如
き
講
義
・
意
見
書
換
を
通
じ
て
、
当
時
の
学
生
あ
る
い
は
政
府
の
現
役
官
僚
た
ち
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
系
の
公
法
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

私
法
論
あ
る
い
は
水
法
秩
序
を
理
解
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
ら
の
薫
陶
を
受
け
た
者
た
ち
は
、
い
わ
ゆ

る
仏
法
学
派
と
し
て
、
こ
の
時
代
の
我
が
国
の
立
法
・
司
法
・
行
政
実
務
あ
る
い
は
法
学
教
育
を
牽
引
し
た
。
私
見
が
、
塩
野
教
授

に
い
う
公
法
・
私
法
概
念
発
展
の
第
一
期
に
お
い
て
既
に
フ
ラ
ン
ス
法
系
の
公
法
・
私
法
論
が
定
着
し
て
い
た
と
考
え
る
の
は

8



（〔

T
】
【
6
】
）
、
こ
の
点
に
よ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
法
の
圧
倒
的
優
位
に
対
し
て
、
東
京
大
学
法
学
部
を
は
じ
め
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
法
系
の

法
学
教
育
機
関
の
出
身
者
た
ち
は
対
立
感
情
と
危
機
感
を
募
ら
せ
た
。
そ
の
一
方
面
、
明
治
一
四
年
政
変
以
降
、
明
治
政
府
は
、
次

第
に
ド
イ
ツ
法
へ
と
傾
斜
し
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
翻
弄
さ
れ
た
の
が
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
起
草
に
か
か
る
旧
民
法
（
明
治
二

三
年
法
律
二
八
号
・
九
八
号
）
で
あ
っ
た
。

⇔
　
旧
民
法

【
1
5
】
　
そ
こ
で
、
次
に
、
旧
民
法
に
お
け
る
水
法
関
係
規
定
を
見
て
み
よ
う
。

水法における公法と私法←一う

　
ω
　
財
産
及
び
物
の
区
甥

四
1
6
】
　
本
稿
の
テ
ー
マ
と
の
関
係
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
法
典
が
、
財
産
編
「
総
則
　
財
産
及
ヒ
物
ノ
区
別
」
に
つ
き
、

民
法
（
私
法
）
の
み
な
ら
ず
公
法
に
も
共
通
す
る
一
般
的
な
定
義
規
定
を
設
け
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
「
財
産
」
の
定
義
に
関
し
て
は
、
財
産
編
一
条
に
次
の
よ
う
な
規
定
が
あ
る
。

　
【
財
産
編
一
条
】

　
①
財
産
ハ
各
人
又
ハ
公
私
ノ
法
入
ノ
資
産
ヲ
組
成
ス
ル
権
利
ナ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
②
此
権
利
二
二
種
ア
リ
物
権
及
ヒ
人
権
是
ナ
リ

　
即
ち
、
旧
民
法
に
お
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
学
説
や
オ
ッ
ト
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
（
○
酔
8
慧
〉
鵠
因
）
の
公
所
有
権
説
と
同
様
、

公
法
人
の
有
す
る
「
財
産
」
即
ち
「
資
産
ヲ
組
成
ス
ル
権
利
」
も
ま
た
、
私
人
の
有
す
る
そ
れ
（
「
物
権
」
及
び
「
人
権
日
〔
債
権
〕
」
）

9
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と
全
く
同
様
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
　
　
　
（
2
4
）

汽
1
7
巌
　
ま
た
、
財
産
編
二
〇
条
・
二
↓
条
に
よ
れ
ば
、
「
物
」
は
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
。

所
ー
ル
物
鞍
↑
今
法
人
ー
ル
物
）
喬

　｝
所
蔑
セ
サ
ル
物
｛
鋸

　
一
方
、
こ
れ
ら
の
物
の
各
々
に
関
す
る
定
義
は
、
財
産
編
二
二
i
二
五
条
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
〔
財
産
編
二
二
条
】

　
公
ノ
法
人
二
属
シ
国
用
二
供
シ
タ
ル
物
ハ
公
有
ノ
部
分
ヲ
為
ス
即
チ
左
ノ
如
シ

第第第第第
五四三ニー

’
国
領
ノ
海
及
ヒ
海
浜
但
海
浜
ハ
春
分
、
秋
分
最
高
潮
ノ
到
ル
処
ヲ
以
テ
限
ト
為
ス

道
路
、
舟
若
ク
ハ
筏
ノ
通
ス
可
キ
川
又
ハ
堀
割
及
ヒ
其
意
地

城
砦
、
塁
壁
其
他
陸
海
防
禦
ノ
工
作
物

軍
用
ノ
エ
廠
、
戦
艦
、
兵
器
、
機
械
其
他
ノ
物
品

　
　
　
　
（
2
5
）

官
庁
ノ
建
物

即
ち
、

【
財
産
編
二
三
条
】

①
公
ノ
法
人
力
各
人
ト
同
様
ノ
名
義
ニ
テ
所
有
ス
ル
発
揮
シ
テ
金
銭
二
見
積
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
収
入
ヲ
生
ス
可
キ
モ
ノ
ハ
其
私
有
ノ
都
分
ヲ
為

ス
即
チ
国
、
府
県
、
市
町
村
有
ノ
海
潟
、
樹
林
、
牧
場
ノ
如
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

②
所
有
者
ナ
キ
不
動
産
及
ヒ
相
続
人
ナ
ク
シ
テ
死
亡
シ
タ
ル
者
ノ
遺
産
ハ
当
然
国
二
属
ス

10
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【
財
産
編
二
四
条
】

　
無
主
物
ト
ハ
何
人
ニ
モ
属
セ
ス
ト
錐
モ
所
有
権
ノ
目
的
ト
ナ
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
ノ
ヲ
謂
フ
例
ヘ
ハ
遺
棄
ノ
物
晶
、
山
野
ノ
鳥
獣
、
河
海
ノ
魚

　
　
　
（
2
7
）

　
介
ノ
如
シ

　
〔
財
産
編
二
五
条
】

　
公
共
物
ト
ハ
何
入
ノ
所
有
ニ
モ
属
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
シ
テ
総
テ
ノ
人
ノ
使
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
ノ
ヲ
謂
フ
例
ヘ
ハ
空
気
、
光
線
、
流
水
、

　
　
　
　
（
2
8
）

　
大
洋
ノ
如
シ

　
以
上
の
条
文
の
規
定
す
る
水
法
関
係
を
整
理
す
る
な
ら
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
即
ち
、

　
第
一
に
、
海
は
、
ω
国
有
の
海
・
海
岸
、
㈹
府
県
・
市
町
村
有
の
海
・
干
潟
、
㈹
公
海
に
分
か
れ
、
ω
は
「
公
ノ
資
産
」
（
原
語

は
「
公
産
（
9
鐙
ぎ
○
蝕
①
薯
げ
欝
）
」
）
中
「
公
有
物
（
鉱
○
欝
鉱
器
。
昏
ぎ
）
」
（
財
二
二
条
第
一
）
、
ω
は
同
じ
く
「
公
ノ
資
産
」
中

「
私
有
物
（
α
○
鑓
鉱
器
鷲
ぞ
伽
）
」
、
㈹
は
「
公
共
物
（
魯
○
ω
の
鋸
匿
鑓
贈
爵
」
と
さ
れ
る
。

　
第
二
に
、
河
川
（
及
び
運
河
）
は
、
ロ
ー
マ
法
・
フ
ラ
ン
ス
法
と
同
様
、
公
営
と
私
川
の
区
会
の
基
準
が
舟
・
筏
の
通
航
可
能
性

に
求
め
ら
れ
、
ω
舟
筏
通
航
可
能
河
川
並
び
に
河
床
は
公
産
中
「
公
有
物
し
と
さ
れ
る
（
財
二
二
条
第
こ
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ω
舟
筏

通
航
不
能
河
川
は
「
私
ノ
資
産
」
（
原
語
は
「
私
産
（
鳥
○
厳
蝕
麟
①
℃
謙
く
伽
）
」
）
で
あ
る
）
。
な
お
、
同
条
の
基
と
な
っ
た
法
律
取
調
委
員
会

原
案
五
二
五
条
の
審
議
に
お
い
て
は
、
河
川
法
が
未
だ
制
定
さ
れ
て
い
な
い
段
階
で
、
沼
川
・
西
川
の
区
別
を
民
法
に
規
定
し
て
よ

い
か
と
の
質
問
が
出
さ
れ
た
が
、
山
田
顕
義
委
員
長
は
「
〔
河
川
立
法
は
〕
追
付
ケ
出
来
マ
セ
ウ
、
今
内
務
省
デ
調
べ
テ
居
ル
、
舟

筏
ノ
通
ズ
ベ
キ
川
ト
、
通
ズ
可
カ
ラ
ザ
ル
川
ト
デ
、
土
木
費
ノ
負
担
ヲ
極
メ
ル
ノ
デ
、
ソ
コ
サ
ニ
之
ガ
ナ
イ
ト
困
ル
カ
ラ
ア
ツ
テ
差

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

支
ナ
イ
」
と
回
答
し
て
い
る
。

　
第
三
に
、
河
川
・
湖
沼
等
に
あ
る
流
水
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
、
空
気
・
太
陽
光
線
等
と
同
様
「
公
共
物
」
と
さ
れ
る
（
財
二
五

条
）
。
即
ち
、
旧
民
法
は
、
ゲ
ル
マ
ン
法
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
流
水
そ
れ
自
体
を
所
有
権
の
客
体
と
す
る
立
法
を
と
ら
ず
、
水
そ
の

11
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も
の
は
所
有
権
の
客
体
と
な
ら
な
い
と
す
る
ロ
ー
マ
法
・
フ
ラ
ン
ス
法
の
建
前
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
き
、

法
律
取
調
委
員
会
で
は
、
流
水
そ
の
も
の
が
所
有
権
の
客
体
と
な
り
得
る
の
で
は
な
い
か
と
の
質
問
も
出
さ
れ
た
が
、
箕
作
麟
祥
委

員
は
「
河
二
流
レ
テ
居
ル
水
ヲ
手
桶
｝
二
杯
汲
取
レ
バ
、
所
有
者
ノ
所
有
ニ
ナ
ル
ガ
、
流
水
ト
シ
テ
、
所
有
権
ハ
出
来
ナ
イ
ト
『
ボ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
（
3
1
）

ア
ソ
ナ
ー
ド
臨
が
説
イ
テ
ア
リ
マ
ス
」
と
回
答
し
て
い
る
。

　
②
　
流
水
地
役

藏
1
8
M
　
こ
の
よ
う
に
流
水
そ
の
も
の
に
対
し
て
所
有
権
を
認
め
な
い
立
場
に
立
つ
旧
民
法
に
お
い
て
、
流
水
を
利
用
す
る
権
利
即
ち

水
利
権
は
、
右
流
水
の
存
す
る
土
地
に
対
す
る
地
役
権
と
し
て
構
成
さ
れ
る
。
瞬
民
法
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
と
同
様
、
地
役
を
、
目

的
な
い
し
権
利
主
体
の
違
い
に
よ
り
公
益
地
役
と
私
益
地
役
と
に
分
か
ち
、
ま
た
、
そ
の
成
立
原
因
の
違
い
に
よ
り
法
定
地
役
と
約

定
地
役
と
に
分
類
す
る
。

　
こ
の
う
ち
、
公
益
地
役
に
関
し
て
、
旧
民
法
は
、
財
産
編
物
権
部
「
第
一
章
　
所
有
権
」
中
に
、
次
の
よ
う
な
規
定
を
置
い
た
。

　
内
財
産
編
三
三
条
】

　
物
料
ノ
採
掘
、
道
路
ノ
画
線
、
樹
木
ノ
伐
採
、
水
其
他
ノ
物
ノ
収
取
二
付
キ
一
般
又
ハ
一
地
方
ノ
公
益
ノ
為
メ
設
ケ
タ
ル
地
役
ハ
行
政
法
ヲ

　
　
　
　
　
　
奮
）

　
以
テ
之
ヲ
規
定
ス

蝦
1
9
廉
　
他
方
、
財
産
編
物
石
部
「
第
五
章
　
地
役
し
中
に
は
、
法
定
・
約
定
の
流
水
地
役
に
関
す
る
詳
細
な
規
定
が
設
置
さ
れ
て
い

る
。
以
下
、
㈱
法
定
地
役
・
㈲
約
定
地
役
の
各
々
に
つ
き
順
次
検
討
す
る
。

　
㈲
　
法
定
地
役

四
2
0
】
　
ま
ず
、
法
定
流
水
地
役
に
関
し
て
は
、
「
第
一
節
　
法
律
ヲ
以
テ
設
定
シ
タ
ル
地
役
し
中
に
、
「
第
二
款
　
水
ノ
疎
通
、
使
用

及
ヒ
引
入
」
の
款
が
存
す
る
。
そ
の
全
条
を
列
挙
す
れ
ば
、
以
下
の
通
り
。

12
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【
財
産
編
二
二
四
条
】

①
低
地
ノ
所
有
者
ハ
人
工
二
丈
ラ
ス
シ
テ
自
然
二
高
地
ヨ
リ
流
下
ス
ル
雨
水
及
ヒ
泉
水
ヲ
承
ク
ル
義
務
ア
リ

②
人
工
ヲ
以
テ
水
ノ
疎
通
路
ヲ
創
設
シ
又
ハ
変
更
セ
シ
ト
難
モ
其
工
事
力
三
十
介
年
前
藤
豆
ル
カ
又
ハ
年
月
ヲ
知
ル
可
カ
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
亦

（
3
3
）

同
シ【

財
産
編
二
二
五
条
】

①
土
手
其
他
水
ヲ
湛
フ
ル
工
作
物
ノ
破
潰
二
因
リ
又
ハ
水
樋
、
堀
割
ノ
阻
塞
二
因
り
高
地
ノ
水
量
ヲ
増
シ
テ
衝
撃
ヲ
致
シ
又
ハ
方
向
ヲ
変
セ

ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
低
地
ノ
所
有
者
ハ
第
二
百
二
条
及
ヒ
第
二
百
一
条
二
従
ヒ
テ
急
害
ノ
告
発
ヲ
為
シ
且
高
地
ノ
所
有
者
ノ
費
用
ヲ
以
テ
其
修

繕
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

②
事
変
二
因
リ
低
地
二
於
テ
水
流
ノ
阻
塞
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
高
地
ノ
所
有
者
ハ
平
常
ノ
疎
通
二
復
ス
ル
為
メ
自
費
ヲ
以
テ
必
要
ノ
エ
事
ヲ
為
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
護
3
）

権
利
ヲ
有
ス
然
レ
ト
モ
其
義
務
ヲ
負
担
セ
ス

四
財
産
編
二
二
六
条
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

所
有
者
ハ
雨
水
ノ
直
チ
ニ
隣
地
二
落
ツ
ル
如
キ
屋
根
其
他
ノ
工
作
物
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

【
財
産
編
二
二
七
条
】

泉
源
ノ
所
有
者
ハ
随
意
二
之
ヲ
使
用
シ
且
自
然
二
隣
地
二
流
ル
可
キ
余
水
ヲ
隣
人
二
三
ヘ
サ
ル
コ
ト
ヲ
慰
事
次
条
及
ヒ
第
二
百
七
十
六
条
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

規
定
其
他
鉱
泉
ノ
利
用
、
収
益
二
関
ス
ル
行
政
法
ノ
規
定
ヲ
妨
ケ
ス

〔
財
産
編
二
二
八
条
】

①
泉
源
ノ
水
力
一
町
村
又
ハ
一
部
落
ノ
住
民
ノ
家
用
二
必
要
ナ
ル
ト
キ
ハ
所
有
者
ハ
湛
水
ノ
不
用
ノ
部
分
ヲ
流
下
セ
シ
ム
ル
責
二
選
ス

②
又
町
村
議
自
費
ヲ
以
テ
水
ノ
聚
合
及
引
入
二
必
要
ナ
ル
工
事
ヲ
泉
源
ノ
土
地
漏
壷
ス
コ
ト
ヲ
得
但
其
工
事
ノ
為
メ
償
金
ヲ
払
ヒ
且
其
土
地

二
永
久
ノ
損
害
ヲ
生
セ
シ
メ
サ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

③
此
他
町
村
ハ
水
ノ
使
用
ノ
踏
込
償
金
ヲ
払
フ
コ
ト
ヲ
要
ス
但
三
十
全
年
間
無
償
ニ
テ
使
用
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
限
二
存
ラ
ス

〔
財
産
編
二
二
九
条
】
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①
溝
渠
、
水
流
、
堀
割
又
ハ
池
沼
ノ
沿
岸
産
湯
シ
テ
其
床
地
ヲ
所
有
ス
ル
勲
爵
家
用
及
ヒ
農
工
業
用
二
其
水
ヲ
使
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
然
レ
ト

モ
其
水
路
及
ヒ
幅
員
ヲ
変
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

②
同
上
ノ
流
水
ノ
通
過
ス
ル
土
地
ノ
所
有
者
ハ
右
ト
同
一
ノ
需
用
ノ
雨
蛙
其
地
内
二
於
テ
水
路
ヲ
変
転
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
然
レ
ト
モ
漏
水
ノ
出

ロ
ニ
於
テ
ハ
之
ヲ
自
然
ノ
水
路
二
復
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

③
右
敦
レ
ノ
場
合
二
於
テ
モ
沿
岸
者
ハ
地
方
ノ
規
則
二
従
ヒ
テ
捕
漁
ノ
権
利
ヲ
有
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

④
沿
岸
者
ハ
対
岸
者
二
損
害
ヲ
及
ボ
ス
可
キ
ト
キ
ハ
己
レ
ノ
方
二
於
テ
水
除
ヲ
築
ク
コ
ト
ヲ
得
ス

【
財
産
編
二
一
二
〇
条
】

前
条
二
定
纂
録
ル
ニ
箇
ノ
場
合
二
於
テ
其
水
ヲ
利
用
ス
可
キ
沿
岸
者
総
領
低
地
ノ
所
有
者
ヨ
リ
争
ヲ
起
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
裁
判
所
ハ
地
方
ノ
慣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

習
ト
衛
生
ノ
需
用
ト
農
工
業
ノ
利
益
ト
ヲ
斜
酌
シ
テ
之
ヲ
決
ス

【
財
産
編
二
三
一
条
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盈
。
）

右
流
水
二
関
ス
ル
取
締
ハ
地
方
庁
二
属
ス
地
方
庁
ハ
其
流
水
ノ
疎
通
、
保
持
及
ヒ
魚
類
ノ
保
育
二
付
キ
必
要
ノ
処
分
ヲ
令
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

〔
財
産
編
二
三
二
条
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
徽
）

一
般
又
ハ
一
地
方
ノ
公
有
二
属
ス
ル
水
ノ
使
用
及
ヒ
取
締
ハ
行
政
法
ヲ
以
テ
之
ヲ
規
定
ス

【
財
産
編
二
三
三
条
】

自
己
ノ
土
地
外
二
在
ル
天
然
又
ハ
入
子
ノ
水
ヲ
用
ユ
ル
権
利
ヲ
有
ス
ル
所
有
者
厭
忌
用
又
ハ
農
工
業
用
ノ
無
量
償
金
ヲ
払
ヒ
其
水
ノ
通
過
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

中
間
ノ
土
地
二
要
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

【
財
産
編
二
三
四
条
】

①
低
地
ノ
所
有
者
ハ
浸
水
地
ヲ
乾
カ
ス
ニ
因
り
出
水
ノ
疎
通
ノ
為
憂
欝
ヒ
家
用
又
ハ
農
工
業
用
ノ
余
水
ノ
排
泄
ノ
為
メ
公
路
、
公
流
築
ハ
下

水
道
二
至
ル
マ
テ
其
通
過
ヲ
供
ス
ル
責
二
任
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

②
家
用
又
ハ
農
工
業
用
ノ
為
メ
ニ
変
質
シ
タ
ル
水
ノ
通
過
ハ
地
下
二
於
ケ
ル
一
一
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
要
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

【
財
産
編
二
三
五
条
）
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水法における公法と私法（一）

　
①
水
ノ
通
路
ハ
成
ル
可
ク
承
役
地
ノ
損
害
少
ナ
キ
場
所
二
之
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

　
②
如
何
ナ
ル
場
合
二
歩
テ
モ
建
物
ノ
下
ヲ
経
又
ハ
住
家
二
連
接
シ
タ
ル
庭
園
ヲ
経
テ
水
ノ
通
過
ヲ
要
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

　
【
財
産
編
二
三
六
条
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

　
水
ノ
通
路
二
必
要
ナ
ル
工
作
物
ノ
築
造
及
ヒ
保
持
ハ
其
工
作
物
二
付
キ
利
益
ヲ
得
ル
所
有
者
ノ
費
用
ニ
テ
之
ヲ
為
ス

　
汽
財
産
編
二
三
七
条
】

　
①
承
役
地
ノ
所
有
者
ハ
其
土
地
二
存
ス
ル
堀
割
ヲ
要
役
地
二
出
入
ス
ル
水
ノ
全
部
又
ハ
一
分
ノ
通
路
二
供
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
求
ス
ル
ヲ
得
但
従

　
来
其
堀
割
ヲ
通
過
ス
ル
水
力
要
役
地
二
供
シ
タ
ル
水
ヲ
変
ス
ル
ノ
性
質
ナ
ラ
サ
ル
ト
キ
ニ
限
ル

　
②
又
承
役
地
ノ
所
有
者
ハ
其
々
地
幅
要
役
地
ノ
所
有
者
ノ
為
シ
タ
ル
工
作
物
ヲ
右
ト
同
一
ノ
条
件
二
従
ヒ
テ
水
ノ
通
過
ノ
為
メ
使
用
セ
ン
ト

　
要
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
③
右
敦
レ
ノ
場
合
二
於
テ
モ
他
人
ノ
為
シ
タ
ル
エ
作
物
ヲ
使
用
ス
ル
者
ハ
自
己
ノ
利
益
ノ
割
合
響
応
シ
テ
其
築
造
及
ヒ
保
持
ノ
費
胴
ヲ
分
担

（
4
6
）

　
ス

　
【
財
産
編
二
三
八
条
】

　
①
第
二
百
二
十
九
条
第
一
項
二
従
ヒ
流
水
ヲ
使
用
ス
ル
権
利
ヲ
有
ス
ル
所
有
者
ハ
堰
ヲ
設
テ
水
ヲ
高
ム
ル
ノ
要
用
ア
ル
ト
キ
ハ
償
金
ヲ
払
ヒ

　
テ
其
堰
ヲ
対
岸
二
支
持
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

　
②
同
一
ノ
権
利
ヲ
有
ス
ル
対
岸
地
ノ
所
有
者
ハ
前
条
二
記
載
シ
タ
ル
如
ク
費
用
ヲ
分
担
シ
テ
右
ノ
堰
ヲ
使
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
こ
れ
ら
の
諸
規
定
か
ら
は
、
次
の
点
を
指
摘
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
ず
第
一
に
、
こ
こ
に
は
民
法
の
分
担
領
域
と
行
政
法
の
分
担
領
域
に
つ
き
一
応
の
分
別
が
認
め
ら
れ
る
、
即
ち
、
舟
筏
通
航
可

能
河
川
を
は
じ
め
と
す
る
公
水
域
に
関
し
て
は
行
政
法
が
こ
れ
を
担
当
し
（
財
二
三
二
条
）
、
本
款
の
諸
規
定
は
基
本
的
に
は
舟
筏

通
航
不
能
河
川
等
の
私
水
域
を
念
頭
に
置
く
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
第
二
に
、
か
か
る
分
担
に
も
関
わ
ら
ず
、
上
記
諸
規
定
中
に
は
、
公
法
的
色
彩
を
帯
び
た
条
文
が
存
在
す
る

ま5
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（
財
二
二
八
条
・
二
三
〇
条
・
二
三
一
条
）
。
即
ち
、
旧
民
法
の
流
水
地
役
権
規
定
は
、
私
法
規
定
の
み
な
ら
ず
、
公
法
規
定
を
も
含
ん

で
い
る
。

　
更
に
、
第
三
に
、
法
定
地
役
の
節
の
最
後
に
は
次
の
よ
う
な
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　
【
財
産
一
編
二
六
五
条
】

　
①
本
節
ノ
規
定
ハ
国
、
府
県
、
市
町
村
ノ
私
有
及
ヒ
公
有
ノ
財
産
二
付
キ
働
方
及
ヒ
受
方
一
一
テ
之
ヲ
適
用
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

　
②
然
レ
ト
モ
公
有
財
産
ハ
水
ノ
疎
通
及
ヒ
互
有
ノ
要
求
権
二
服
セ
ス

　
従
っ
て
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
公
産
中
「
私
有
」
物
（
財
二
三
条
）
に
対
し
て
も
、
上
記
諸
条
が
適
用
さ
れ
る
。
他
方
、
舟

筏
航
行
可
能
河
川
の
如
き
「
公
有
」
物
（
財
二
一
一
条
）
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
要
役
地
と
す
る
法
定
地
役
に
関
し
て
は
、
本
節
の
規

定
が
適
用
さ
れ
る
。
即
ち
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
旧
民
法
の
定
め
る
私
法
規
範
は
、
公
法
の
守
備
範
囲
で
あ
る
と
こ
ろ
の
公
産
（
公

有
物
・
私
有
物
）
を
も
規
律
す
る
。

　
㈲
　
約
定
地
役

【
2
1
M
　
他
方
、
「
第
二
節
　
人
為
ヲ
以
テ
設
定
シ
タ
ル
地
役
」
中
か
ら
は
、
用
水
地
役
関
連
の
規
定
と
し
て
、
次
の
諸
条
を
拾
い
上

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
【
財
産
編
二
七
六
条
】

　
①
不
動
産
所
有
権
二
関
シ
時
効
ヨ
リ
生
ス
ル
正
当
ナ
ル
取
得
推
定
ハ
継
続
且
表
見
ノ
地
役
ニ
ノ
ミ
之
ヲ
適
用
ス

　
②
隣
地
ヨ
リ
引
ク
水
ノ
取
得
二
関
ス
ル
時
効
ノ
期
間
ハ
其
時
効
ヲ
援
用
ス
ル
所
有
者
力
自
己
ノ
土
地
又
ハ
承
役
地
二
心
テ
其
便
益
ノ
為
メ
水

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

　
ヲ
聚
合
シ
及
ヒ
引
入
ス
ル
外
見
ノ
工
作
物
ヲ
作
り
タ
ル
当
時
ヨ
リ
起
算
ス

　
〔
財
産
編
二
八
一
条
M

　
①
通
行
ノ
地
役
、
継
続
若
ク
ハ
不
継
続
ナ
ル
取
水
ノ
地
役
、
牧
畜
又
ハ
無
料
採
取
ノ
地
役
二
幅
キ
設
定
権
原
又
ハ
其
後
ノ
合
意
二
於
テ
行
使

　
ノ
時
日
、
場
所
、
方
法
又
ハ
収
取
ノ
数
量
ヲ
分
留
サ
リ
シ
ト
キ
ハ
当
事
者
ノ
一
方
ハ
常
二
他
ノ
一
方
ト
立
会
ノ
上
其
定
方
ヲ
裁
判
所
二
請
求
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ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

②
此
定
方
二
付
テ
ハ
裁
判
所
ハ
双
方
ノ
需
用
ヲ
斜
酌
シ
且
地
役
権
行
使
ノ
従
来
ノ
実
跡
ヲ
照
査
ス
可
シ

門
財
産
編
二
八
二
条
M

①
取
水
ノ
地
役
二
服
ス
ル
不
動
産
ノ
所
有
者
ハ
自
己
ノ
所
為
二
図
リ
テ
水
ノ
欲
乏
ヲ
生
絹
シ
メ
タ
ル
ト
キ
ニ
非
サ
レ
ハ
其
責
二
任
セ
ス

②
二
箇
ノ
不
動
産
ノ
需
用
ノ
為
メ
濃
水
ノ
不
足
ス
ル
ト
キ
ハ
先
ツ
家
用
二
次
二
農
業
用
二
次
二
工
業
用
二
之
ヲ
供
ス
鳶
職
総
テ
其
不
動
産
ノ

電
要
ノ
度
二
割
合
フ
可
シ

③
数
箇
ノ
要
役
地
ア
ル
ト
キ
ハ
各
要
役
地
世
家
用
ノ
出
癖
轄
共
二
水
ヲ
使
用
ス
農
工
業
矯
二
黒
テ
ハ
取
水
ノ
先
後
ハ
地
役
権
取
得
ノ
先
後
二

（
駁
）

従
フ

　
こ
れ
ら
約
定
地
役
に
関
す
る
規
定
は
、
法
定
地
役
と
異
な
り
專
ら
私
水
域
を
対
象
と
す
る
が
、

法
定
地
役
に
関
す
る
財
産
編
二
三
〇
条
と
同
様
、
紛
争
解
決
に
関
す
る
裁
判
所
の
指
針
を
示
し
、

水
調
整
の
具
体
的
基
準
を
も
提
示
し
て
い
る
。

こ
の
う
ち
財
産
編
二
八
二
条
は
、

更
に
、
財
産
編
二
八
三
条
は
、
渇

水法における公法と私法（一）

　
③
　
河
澗
の
寄
洲
・
中
洲
の
添
附

四
2
2
睡
更
に
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
は
、
そ
の
第
三
編
（
財
産
取
得
編
）
第
一
部
「
第
二
章
添
附
」
に
お
い
て
、
上
述
し
た

（【

X
M
）
自
然
法
・
フ
ラ
ン
ス
法
の
立
場
に
従
い
、
河
川
に
生
じ
た
寄
洲
・
中
洲
の
所
有
関
係
に
つ
き
詳
細
な
規
定
を
置
い
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

（
六
一
閥
一
六
二
〇
条
）
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
め
ぐ
っ
て
法
律
取
調
委
員
会
は
紛
糾
し
、
そ
の
結
果
、
元
老
院
で
の
審
議
段
階
に
お
い
て
規

定
の
多
く
は
削
除
さ
れ
、
旧
民
法
正
文
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
規
定
が
設
置
さ
れ
る
に
留
ま
っ
た
。

　
四
財
産
取
得
編
一
二
条
M

／7
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舟
筏
ノ
通
ス
可
キ
ト
否
ト
ヲ
問
ハ
ス
河
川
ノ
寄
洲
、
中
洲
、
干
潟
ノ
所
有
権
又
ハ
水
路
ノ
変
換
二
因
リ
生
ス
ル
浸
没
地
及
ヒ
旧
河
床
ノ
所
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

　
権
ノ
帰
属
ハ
別
二
之
ヲ
定
ム
但
海
ノ
干
潟
二
付
テ
ハ
財
産
編
第
二
十
三
条
ノ
規
定
二
従
フ

　
同
条
に
い
う
「
魚
層
之
ヲ
定
ム
」
と
は
、
議
論
の
経
緯
か
ら
見
て
、
行
政
法
規
に
委
ね
る
趣
旨
と
解
せ
ら
れ
る
。
そ
の
他
、
旧
民

法
の
立
法
過
程
に
お
い
て
は
、
日
本
入
委
員
の
間
で
、
民
法
と
行
政
法
の
問
の
規
定
の
分
担
関
係
が
し
ば
し
ば
議
論
さ
れ
、
そ
の
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

果
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
の
う
ち
公
法
関
係
を
規
律
し
た
規
定
の
少
な
か
ら
ぬ
部
分
が
削
除
・
修
正
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
後
に

見
る
よ
う
に
、
法
典
論
争
の
時
代
及
び
現
行
民
法
の
制
定
過
程
に
お
い
て
は
、
民
法
典
か
ら
公
法
規
定
を
極
力
排
除
し
よ
う
と
す
る

傾
向
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
（
四
2
5
M
【
2
6
】
【
2
7
】
、
〔
3
3
】
【
3
5
】
四
4
2
】
）
、
か
か
る
傾
向
は
、
既
に
旧
民
法
の
立
法
過
程
に
お
い

て
も
進
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
同
条
に
い
う
舟
筏
通
航
可
能
河
川
の
「
水
路
ノ
変
換
二
三
リ
生
ス
ル
平
冠
地
及
ヒ
旧
河
床
ノ
所
有
権
ノ
帰
属
」
に
つ
き
、

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
は
、
所
有
権
を
喪
失
し
た
浸
没
地
所
有
者
が
そ
の
面
積
に
応
じ
て
旧
河
床
の
所
有
権
を
取
得
す
る
旨
を
規
定
し

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

て
い
た
が
（
六
三
七
条
）
、
右
規
定
も
ま
た
、
法
律
取
調
委
員
会
の
最
終
案
段
階
に
お
い
て
削
除
さ
れ
た
。

ユ8

　
働
　
補
…
論
ー
ボ
ワ
ソ
ナ
…
ド
照
民
法
の
「
法
源
」
性

【
2
3
】
　
以
上
の
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
旧
民
法
は
、
次
節
で
見
る
よ
う
に
、
公
布
は
さ
れ
た
も
の
の
、
法
典
延
期
派
の
反
対
に
遭
い
、
結
局

施
行
さ
れ
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
は
、
旧
民
法
の
理
論
に
立
脚
し
て
制
定
さ
れ
、
か
つ
、

実
施
さ
れ
た
法
規
も
存
在
す
る
。
公
有
水
面
埋
立
法
の
先
駆
と
な
っ
た
明
治
二
三
年
一
〇
月
二
〇
日
内
務
省
令
三
六
号
が
そ
れ
で
あ

り
、
同
勢
は
、
旧
民
法
財
産
編
二
〇
条
・
二
二
条
・
二
三
条
に
い
う
公
の
「
公
有
」
「
私
有
」
の
区
別
に
従
い
、
「
水
面
」
を
「
官
二

属
ス
ル
公
有
水
面
」
と
「
官
二
丁
ス
ル
私
有
水
面
」
と
に
分
か
つ
二
条
・
八
条
）
。
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
及
び
旧
民
法
が
、
現
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

民
法
施
行
以
前
の
裁
判
に
お
い
て
「
法
源
」
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
加
え
て
更
に
、
当
時
の
立
法
も
、



水法における公法と私法←一）

ボ
ワ
ソ
ナ
！
ド
草
案
・
旧
民
法
を
基
礎
と
し
て
制
定
さ
れ
た
点
も
、
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
旧
民
法
そ
れ
自
体
は
施
行
は
さ
れ
な

か
っ
た
が
、
そ
れ
が
規
定
す
る
公
法
・
私
法
体
系
は
、
当
時
の
司
法
（
判
例
）
及
び
立
法
の
基
礎
と
し
て
、
現
実
に
適
用
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
金
子
宏
1
1
新
堂
幸
矧
u
平
井
宜
雄
編
集
代
表
囎
法
律
学
小
辞
典
〈
新
版
〉
』
（
有
斐
閣
、
平
成
六
（
一
九
九
四
）
年
）
六
三
〇
頁
。

（
2
）
　
そ
の
他
、
「
水
法
」
の
意
義
・
対
象
・
法
源
等
の
詳
細
に
関
し
て
は
、
金
沢
良
雄
冊
水
法
』
（
有
斐
閣
法
律
学
全
集
、
昭
和
三
五
（
一

　
九
六
〇
）
年
）
一
頁
以
下
を
参
照
。

（
3
）
　
七
戸
克
彦
「
物
権
法
定
主
義
一
比
較
法
的
・
沿
革
的
考
察
l
」
翼
翼
義
塾
大
学
法
学
部
『
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
法
律
学
科
開

設
百
年
記
念
論
文
集
・
法
律
学
科
三
層
（
慶
鷹
通
信
、
平
成
二
（
一
九
九
〇
）
年
）
五
八
五
頁
。

（
4
）
　
塩
野
宏
『
公
法
と
私
法
』
（
有
斐
閣
、
平
成
元
（
一
九
八
九
）
年
）
五
頁
、
六
頁
以
下
。

（
5
）
　
塩
野
・
前
掲
注
（
4
）
九
頁
。

（
6
）
　
塩
野
・
前
掲
注
（
4
）
一
三
頁
以
下
。

（
7
）
　
同
書
は
、
ま
ず
、
刑
法
典
（
明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年
、
五
冊
）
・
民
法
典
（
明
治
四
（
｝
八
七
一
）
年
以
降
、
一
六
冊
）
・
憲
法

　
（
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
、
一
冊
）
・
商
法
典
（
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
、
五
冊
）
・
治
罪
法
典
（
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
・
五

　
冊
）
・
民
事
訴
訟
法
典
（
明
治
六
一
七
（
一
八
七
三
－
四
）
年
、
八
冊
）
の
計
四
〇
冊
の
和
装
木
版
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た
後
、
洋
装
活

　
版
二
冊
本
（
同
書
「
例
言
」
に
は
「
明
治
六
年
六
月
」
と
あ
る
が
出
版
は
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
四
月
と
さ
れ
る
）
が
刊
行
さ
れ
、
更

　
に
、
明
治
一
六
（
一
八
八
三
）
年
に
は
改
訂
版
が
上
梓
さ
れ
て
い
る
。

（
8
）
　
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
講
義
釧
井
上
操
筆
記
『
性
法
講
義
饒
（
司
法
省
蔵
版
、
明
治
一
〇
（
一
八
七
七
）
年
六
月
印
行
、
復
刻
版
・
宗
文
館

　
書
店
、
昭
和
六
一
（
一
九
八
六
）
年
）
一
八
－
一
九
頁
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
講
義
1
1
井
上
操
筆
記
職
校
訂
増
補
性
法
講
義
』
（
中
正
堂
蔵
版
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
明
治
一
四
（
一
八
八
一
）
年
三
月
出
版
、
復
刻
版
・
宗
文
館
書
店
、
昭
和
六
一
（
一
九
八
六
）
年
）
八
頁
。
じ
ご
○
囲
ω
ω
0
2
》
o
P
肉
8
紺
§

ミ
ミ
§
重
要
卜
禽
§
駄
ご
§
ミ
ミ
ミ
駄
、
§
G
・
偽
ミ
G
・
魯
ミ
ミ
鳶
ミ
ミ
寒
露
昼
℃
§
ミ
鋸
墨
丙
の
く
器
9
剛
⑱
巨
食
。
9
嵩
器
9
匿
Φ

　
雲
ヨ
。
獄
簑
ρ
坤
寒
心
鉱
ω
の
Φ
δ
塗
筆
超
鮮
ρ
お
虞
（
復
刻
版
・
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
『
自
然
法
講
義
序
説
（
仏
文
ご
（
宗
文
館
書
店
、
昭
和

　
六
一
（
一
九
八
六
）
年
）
）
”
娼
や
鰹
刈
－
黛
G
。
◎

（
9
）
　
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
H
井
上
・
前
掲
注
（
8
）
三
六
頁
、
同
『
校
訂
増
補
臨
一
五
頁
。
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(描
)

ボ
ワ
ソ
ナ

ー
ド
-
井
上

こ
別
掲
注

(8
)

1
〇
四
1

一
〇
六
貫
､
同

『校
訂
増
補
』
四
二
-
四
三
貫
｡

(損
)

法
政
大
学

『ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
答

間

録
』
(法
政
大
学
出
版
会
､
昭
和
畢

二

(
山
九
七
八
)
年
)
六
七
貫
以
下
｡
な
お
､
水
法
関

係
で

は
､
同
書

H

九
貫
以
下
に

｢鉱
泉

の
所

有
権
に
つ
い
て
の
覚
え

書
｣
(明
治
九

(
一
八
七
六
)
年
)
が
あ
る
｡

(ほ
)

P
r
o
j
e
i
d
e

C
o
d
e
c
ia,il
p
o
u
r
le
J
a
p
o
n

a
c
c
o
m
p
a
g
n
e'
d
'u
n

c
o
m
m
e
n
ta
ir
e
p
a
r
M

.
G
.
B
o
IS
S
O
N
A
D
E

)
P
r
o
fe
sse
u
r
･

a
g
rg
g
か

抑
1
a
fa
c
u
lt6
d
e
d
r
oit
d
e

P

ar
is
,
t
｣

,
T

o
k
io
,
X
!崇
e
A
n
n
6
e
d
e

M
e
iji
(i
∞
8
0)
;
t
1
2
,
T
o
k
io
,
X
i
u
e
A
n
n
6
e
d
e

M
e
iji
(1
8
8
0)‥P
r
o
j
e
t
d
e
C
o
d
e
c
iL,il
p
o
u
r
l
'E
m
p
ir
e
d
u
J
a
p
o
n

a
c
c
o
m
p
a
g
n
eJ
d
'u
n
c
o
m
m
e
n
i･a
ir
e
,
p
ar
A1.G
.
B
o
I
S
S

O
N
-

A
D
E
,
P
rofesse

u

r
･a
g
r
計
,O･6

秒
1a
fa
c
u
lt
g
d
e

d
i･O
it
d
e

P

a

r
i
s
,

L
iv
re
IT
IIe
[
-

i
.
3

]
,
To
k
io
,
Im
prim
eri
e
l
m
p
6
r
i
a
ie
,

X
V
e
A
n
n
ged

e

M

e
iji
(1
8
∞
2
)
.
右
草
案

第
一

版
の
司
法

省

法

学

校
講
義

に
つ
い
て
は
程

々

の
異
本

が
あ

る
が

p
比
較

的
参
照
が

容

易

な

の

は

『ポ
ワ

ソ

ナ

ー
ド
氏
起
稿
/
民
法

事

案
財
産
編
講

義

萱

/

物

権
之
部
』
(司
法
省
､
刊
年

表
示

な
し
)p
同

『二
/
人
権
之

部

』

(司

法

省
､
刊

隼

表

示
な
し
)

の
二
巻
本

で
あ
る
｡

(
S
3
)

P
r
oje

t

d

e

C

o

d
e
c
iz)il
p
o
u
r
l'E
m
p
ir
e
d
叫i
J
ap
on
ac
c
o
m

p
ag
n
eJ
d
'u
n
com
m
en
ta
ire
,
p
a
r
iW
T.G
v
e
.
B
o
ISSO
iN
A
D
E
}
P
ro･

fe
s
s
e
u
r
-a
g

r

g

g

か

A
ia
fa
c
u
ttm
d
e
d
ro
it
d
e
P
a
risV
2e
md
.

co
rr駄
e
et
a
u
m

e
n
t6e
二
.
i
:
D
es
d
TO
its
rgels.
T
o
k
io
,
X
V
e

A
n
n
&
e
de
M

e

i

ji
(1
8
8
2
)
こ

.
2
‥
D
e
s
d
ro
i叶s
p
eTSO
n
n
eis
o
u
o
b
lig
a
tio
n
s
,
T
o
粁
io
,
X
V
Ie
A
n
n
be
d
e
M
eiji
(l∞83
)
.
右
草

案

第

二
版

の
司

法
省
法
学
校
講
義

に
関
し
て
は
､
そ
の
7
部
を
記
録
し
た
筆
写
本

(司
法
省

叫
○
行
罫
紙
)
が
慶
鷹
義
塾
大
学
に
存
在
す

る
｡

『
冒
本

民
法
草
案
財
産
篇
講
義

(招
第
三

一
回
乃
至
第
三
八
回
)』
『日
本
民
法
革
案
講
義

(第
六
八
図
-
第
七
七
回
)』

(
班
)

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
E=
述
-
加
太
邦
憲
筆
記

『法
律
大
意
講
義

(義
)』
(司
法
省
蔵
版
､
明
治

二
二

(
一
八
八
〇
)
年
六
月
印
行
､
復
刻

版

ェ
不
文
舘
書
店
､
昭
和
六

一

(
一
九
八
六
)
隼
)
九
〇
貫
以
下
｡
引
用
個
所
は
九
八
貫
｡

(捕
)

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
氏
講
義
=

一
瀬
勇
三
郎

こ
巾
川
亮
功
同
訳

『法
律
大
意
第
二
回
講
義
』
(司
法
省
第
七
局
､
明
治

一
六

(
一
八
八
三
)

年

二

一月
印
行
p
復
刻
版

エ
前
文
舘
書
店
p
昭
和
六

一

二

九
八
六
)
年
)
二
四
責
以
下
､
六
四
貢
以
下
｡

(捕
)

ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
=

1
瀬

二
頂
川

こ
別
掲
注

(摘
)
七
三
貫
以
下
｡
引
用
個
所
は
七
九
貢
｡

-～
-

,

.
-

1,

-.

-

『行
政
法
講
義
』
『行
政
法
総
論
』
(司
法
省

一
〇
行
罫
紙
p
写
本
)
が
あ
る
.
『法
務
図
書
館
所
蔵
黄
惑
書
目
録

(和
書
)
』
(法
務
図
書
館
､

昭
和
四
八

二

九
七
三
)
隼
)
五
貫
に
よ
れ
ば
､
｢
二
冊
は
書
名
は
異
る
が

一
連
の
講
義
で
あ
る
｡
前
者
は
第
二

一
回
講
義

の
途
中
か
ら

始
り
P

〓
ハ

年
五
月

一
七
目
の
二
二
講
か
ら
五
月
二
九
目
の
第
二
九
請
の
途
中
ま
で
を
含
み
p
後
者
は
五
月
二
九
ES
第
二
九
講
か
ら
六
月
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水法における公法 と私法 (-)

1
五
目
の
第
三
九
項
ま
で
を
含
む
｣
｡

(摘
)

国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵

｢翻
訳
類
纂

(明
治

.i
五
年

◎
第
五
)
｣｡
所
収

◎

『明
治
政
府
都
訳
草
稿
類
纂

(第
四
五
巻
)
』
(ゆ
ま

に
書

房

､
昭
和
六
二

(
山
九
八
七
)
年
)
六
五
貫
以
下
｡

(鰻
)

そ

の

第

1
回
講
義
か
ら
第

一
二
回
講
義
ま
で
が
p
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵

｢蔀
訳
類
纂

(明
治

山
五
年

◎
第
六
)｣
-

r同

(第
九

)
｣

に

収
め
ら
れ
て
い
る
O
所
収

こ
別
掲
注

(娼
)
『
(第
四
五
巻
)』

一
二
九
貫
以
下
､
二
七
七
貫
以
下
､
『
(第
四
六
巻
)』
二
四
三

重

以

下

､

三

五

七
h
r以
下
､
『
(第
四
七
巻
)』
三
〇

一
貫
以
下
二

二
八
三
貫
以
下
､
『
(第
四
八
巻
)』
三
七

一
貫
以
下
､
五

一
七
貢
以
下
｡

(罰
)

な

お
､

右

講

義
に
関
し
て
は
､
明
治

1i
四
年
三
月
八
日
の
第

7
回
講
義
分
に
つ
き
､
ア
ッ
ペ
ー

ル
講
義
-
芋
川
盛
三
郎

◎
橋
本
肝
三

郎

◎
薩

埋

正

邦

筆

記

『仏
国
行
政
法
講
義
筆
記
』
(東
京
法
学
社
蔵
版
､
明
治

一
四
年
三
月
印
行
)
が
あ
り
､
ま
た
､
法
政
大
学
に
は
､

明

治

山
四

二

八

八

一
)
年
三
月
～
明
治

一
五

(
一
八
八
二
)
年
五
月
の
講
義
分
を
収
め
た
宮
地
佐
之
助
に
よ
る
膳
写
本
が
あ
る
｡

(孤
)

そ

の
他

､

こ

の

時
代
の
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
あ
る
い
は
公
法

匂
私
法
諭
に
関
す
る
文
献
と
し
て
は
､
ド
ラ
ク
ル
チ
-

(E
.
D
E
L
A
C
O
.

u
R
T
IE
)
普

-
大

井

憲
太
郎
訳
-
箕
作
麟
祥
校
閲

『仏
閣
教
典
』
(司
法
省
刊
p
明
治
六

二

八
七
三
)
年
､
全

一
二
翻
｡
『法
務
図
書
館

貴

重

書

目

録

(和
書
)』
前
掲
注

(描
)
六
貫
参
照
)､
モ
リ
ス

◎
ブ

ロ
ッ
ク

『
フ
ラ
ン
ス
行
政
辞
典
』
(M
a
u
ric
e
B
L
O
C
K
〉
D
ictio苧

a
ir
e
d
e

l
'a
d
m
in
is
tra
tion
fra
n
ca
ise
,
P
a
ris,
B
e
rg
e
r声
e
v
ra
u
it,
18
56
;
2｡
恥
d
.,
187
8
;
3e
tiTa
g
e
d
e
la
2e
6
d
,
188
1
.)
の

種

々

の
翻

訳

(『法
務
図
書
館
貴
意
書
目
録

(和
書
)』
前
掲
注

(描
)
六
貫
p
二

一
貫
｡
前
掲
注

(摘
)
『
(第
四

山
巻
)』
三
〇
五
頁
､

四

二

一
貫

､

『
(第
四
三
巻
)』
五
九
五
貫
､
『
(第
四
五
巻
)
』
二
六

一
貫
､
『
(第
四
六
貢
)
』
三
三
三
貢
p
三
七
五
責
､
『
(第
四
八
巻
)
』
二

三

三

貢

､

二
六
五
貫
二

二
一
九
貢
)､
バ
ト
ピ
ー
の
行
政
法
教
科
書

(A
.
P
.
B
A
T
B
iE
V
T
ra
itか
d
e
th
eJo
riq
u
e
e
t
p
ra
tiq
u
e
d
e

d
r
o
it
p
u
b
lic
e
t
a
d
m
in
istra
tif,
P
a
ris)
C
o
tillo
n
,
7
v
o
i"
18
6
2
⊥
∞
68
し

の
灘
訳

(大
井
憲
太
郎

◎
松
田
正
久

こ
尚
橋
太
郎

◎
松

原
鼠
次
郎

㊤
岩
野
新
平
訳

『仏
国
政
法
論

(
一
-
七
)』
(司
法
省
蔵
版
p
明
治

一
二
-

〓
ハ

(
一
八
七
九
-
八
三
)
年
｡
『法
務
図
書
館

貴
重
書
目
録

(和
書
)』
前
掲
注

(描
)
六
頁
参
照
)O
前
掲
注

(捕
)
『
(第
四
七

巻

)
』

七
三
貫
)､
べ
リ
-
ム
著
=
井
上
正

一
◎
栗
塚
省

吾

二
苗
木
豊
三

や
黒
川
誠

一
郎
訳

『仏
国
法
理
論

(第

1E
編

g
第
二
編
)』
(司
法
省
､

第

一
編

◎
明
治

一
六

二

八
八
三
)
年
p
第
二

編

8
明
治

7
七

(
一
八
八
四
)
隼
)
(W
.
B
E
L
iM
E
〉
P
h
ilo
s
o
p
h
ie

du
d
r
o
itf
o
u,
Coursd
'in
tr
o
d
u
ctio
n

a

la

s
c
ien
ce
du

d
ro
it,2
v
o
l"
P
a
r
is
,
1
8

69.
の
粛
訳
)
等
が
あ
る
｡
更
に
､

塩
野

こ
別
掲
注

(

4

)

一
〇
貫
注

(

6

)

の
挙
げ
る
文
献
等
も
参
照
O

(22
)

同
条
は
､
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
第

1i
版

一
条
､
第
二
版

一
条
に
由
来
す
る

｡

c
f…
P
ro
jet,I
.e

eJ
d
.,
i
.
1
,
p
p
.
2
･
4
;
P
rojet,
2
iP

e
/d
.,
i
l

l,m
読

2
-
3
,
p
p
.
2
T

2
2
;

Proje
i
d
e
C
o
d
e
ciL,il
p
o
w

l'E
m
p
ire
d
u

J
ap
o
n
a
ccom
p
a
g
n
e/
d
'u
n
com
m

e
n
t
ai
re
p
a
r
M
.

21
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G
v
e
.
B
o
iS
SO
N
A
D
E
}
P
ro
fesseu
rh
o
n
o
ra
ire
a
la
fa
cu
tt6
d
e
d
ro
it
d
e
P
aris)
C
o
n
se
i11erI16g
iste
d
u
g
o
uv
e
rn
e
m
en
t
jap･

o
rla
is
,
n
o
u
v
e
iie
6

d

i
t
i

o
n
co
rrig
6e
e
t
a
u
g
u
m
e
n
t6
C
,
t.
1
:
D
es
d

ro
its
r6e
ls
,
T
o
k
io
,
K
o
k
u
b
u
n
sh
a
,
X
X
IH
｡
A
n
n
g
e
d
e

M
e
iji
(189
0
)
,
n
o
s
2
･
3
,
p
p
.
17
1
8
;
C
o
d
e
civ
il
d
e
l'E
m
p
ire
d
u
J
ap
on
a
ccom
p
a
g
n
e'
d
'u
n
exp
o
se'
d
es
m
o
tifs.
i.
2
‥

E
xp
oseJ
d
e
s
m
o
tifs
d
u
L
iu
re
d
os
b
ien
s,
tra
d
u
ctio
n
o
fficie
lle
,

K
o
k
ub
u
n
sh
a
〉
T

o
k
io
,
X
X
IV
｡
A
n
n
6e
d
e
M
eiji

()∞9
1
),
p
p
.
2
･
3
.
な
お
､
プ

ロ
ジ

エ
第

一
版
か
ら
旧
民
法
正
文
に
至
る
ま
で
の
諸
草
案
と
条
文
の
変
化
に
関
し
て
は
､
七
戸

｢旧
民

法

｡
現
行
民
法
の
条
文
対
象
!

付

◎
条
文
対
照
表

(旧
民
法
財
産
編
総
則

8
物
権
部
)｣
法
学
研
究

(慶
鷹
義
塾
大
学
)
六
九
巻

言
号

(平
成
八

(
一
九
九
六
)
年
)

一
二

頁
､
七
戸

｢旧
民
法

◎
現
行
民
法
の
条
文
対
照
表
-

旧
民
法
財
産
編
総
則

や
物
権
部

(
一
)
～

(≡
)
完
｣

法
学
研
究

(慶
鷹
義
塾
大
学
)
六
九
巻
九
号

(平
成
九

(
一
九
九
七
)
年
)

三
五
貢
､

一
〇
号

一
三

一
貫
､

一
三
百
九
七

頁
参
照
｡

.

(23
)

同
条
は
､
フ
ラ
ン
ス
民
法
五
三
七
条
以
下
､
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
第

一
版
二
〇
条
､
第
二
版
二

一
条
に
由
来
す
る
｡
c
f:
P
roje
t,＼

]'Je
eJd
.,

t.
1
,
p
p
.
5
T
54
;
P
roje
t,
2
e
eJd
.二
.
)
,
n
.
3
5
,
p
p
.
6
1
ふ
2
;
P
roje
t,
n
ou
u
e
lle
eJd
.,
i.
1
,
n
.
3
5
,
p
p
.
6
0
･
6
1
;
E
xp
ose
,

t

.
2
,
p
p
.
33
･3
4
.

(2
)

同
条
は
､
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
第

一
版
二
三
条
､
第
二
版
二
四
条
に
由
来
す
る
O
な
お
､
草
案
新
版
に
お
け
る
条
文
配
置
は
､
旧
民

法
と
同
様
の
形
に
改
め
ら
れ
て
い
る

(二
二
条
)
｡
c
f‥
P
r
oje
t,
P
e
eJd
"
t｣
,
p
p
.
54
･5
5
;
P
roje
t,
2
?eJd
.,
tl
l
,
n
o
3
7
,
p
p
.
6
2
ふ
3
;

P
roje
t,
n
o
u
v
e
lle
e'd
.,
t.
1
,
n
o
36
,
p
p
.
6
1
･6
2
;
E
xp
oseJ,
t.
2
,
p
.
3
4
.

(25
)

同
条
は
､
フ
ラ
ン
ス
民
法
五
三
八
条

〇
五
四
〇
条

｡
五
四

一
条
､
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
第

一
版
二
四
条
､
第
二
版
二
五
条
に
由
来
す

る

(な
お
､
草
案
新
版
で
は
二
三
条

)｡
C
f‥
P
r
o
jet,]re
eJd
..
t.
1
,
p
p
.
5
5
･
56
;
P
roje
t,
2
2
eJd
.,
t.
i
,
n
.
38
,
p
.63
;
P
roje
t,
n
o
u
･

ve
lle
eJd
.,
t｣
)
n
.
3
7
,
p
.62
;
E
xp
ose/,
i.
2
,
p
p
.
3
や
3
5
.

(26
)

同
条
は
､
フ
ラ
ン
ス
民
法
五
三
九
条

◎
七

一
三
条
､
ポ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
第

一
版
二
五
条

1
項

二

義
ハ､
二

一
条
二
項
､
第
二
版
二

六
条

一
項

二

義
ハに
由
来
す
る

(新
版
で
は
二
三
条

二

一四
条
)
｡
c
f‥
Proje
t,
Zre
eJd
"
t.
1
,
p
p
.
56
･5
7
;
P
roje
t,
2
Z
eJd
こ
t｣
〉
n
.

38
,
p
.63
,
n
.
3
9
,
p
p
.
63
･64
;
P
roje
t,
n
o
u
ue
lle
eJd
こ
t.
1
,
n
.
3
8
,
p
.62
,
n
o
39
,
p
p
一
63
-64
;
E
xp
oseJ,
i.
2
,
p
p
.
3
5
.

(27
)

同
条
は
､
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
第

山
版
二

一
条

心
境
､
第
二
版
二
二
条
に
由
来
す
る

(な
お
新
版
で
は
二
五
条

)｡
cf‥
P
roje
t,
1?.a

e'd
.,
i.
i
,
p
p
.
52
-
54
;
P
roje
t,
2
2
eJd
.,
t.
i
,
n
.
3
5
,
p
p
.
6
1
ふ
2
;
P
roje
t,
n
ou
L,e
lle
eJd
こ
t.
1
,
n
o
39
,
p
p
.
63
･
6
4
;
E
xp
o
se
J,
i
.

2
,
p
p
.
3
5
･3
6
.

22



水法における公法と私法 (-)

(28
)

同
条
は
､
フ
ラ
ン
ス
民
法
七

1
七
条
､
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
第

一
版
二
二
条
､
第
二
版
二
三
条
に
由
来
す
る

(新
版
で
は
二
六
条
)
0

C

f‥
P
roje
t,
[7Je
eJd
.,
t.
1
,
p
p
.
5
2
･
54
;
P
roje
t,
2k
eJd
.,
i.
i
,
n
o
3
6
,
p
.
62
;
P
roje
t,
n
o
u
ue
lle
eJd
.,
t.
)
,
∩
.
3
9
b
is
)
p
.
64
;

E
xp
oseI,
i.
2
,
p
.
3
6
.

(2
)

法
律
取
謂
委
員
会

｢民
法
草
案
第
二
編
物
権
ノ
部
議
事
筆
記

(自
第

一
回
至

第
10
回)

｣

(法

務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修

『日
本
近
代
法
史
料
叢
書
8
』
(昭
和
六
二

(
一
九
八
七
)
年
､
商
事
法
務
研
究
会
)
所
収
)
四

三
頁
｡

(3
)

法
律

取

詞

委
員
会

｢民
法
草
案
第
二
編
物
権
ノ
部
議
事
筆
記

(自
第

一
回
至
第

一
〇
回
)｣
(前
掲
注

(29
)
所
収
)
三
七
頁
｡
cf
:

P
roje
t,]
7'e

eJ
d

こ
t.
1,pp
.
53
･5
4
;
P
roje
t,
2
Z
eJd
.,
t.
1
,
m
0
36
,
p
.
62
;
P
ro
j
e

t,
n
o
u
ue
lle
e'd
.,
t.
1
,
n
()
3
9
b
is}p.
64
.

(31
)

な
お
､
私
用
の
所
有
関
係
に
関
し
て
､
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
､
①
国
の
私
有
物
説
､
②
沿
岸
者
の
私
産
説
､
③
公
共
物
説

の
対
立
が
見
ら
れ
た
が
､
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
､
イ
タ
リ
ア
民
法
五
四
三
条

二

八
八

一
年
八
月
二
〇
日
法
律
の
立
場
に
従
い
､
河
床
は
沿

岸
者
の
私
産
､
水
流
は
公
共
物
と
の
立
場
を
と
っ
た
.
P
r
oje
t,
P
Ie
e/d
.,
p
p
.
22
2
･2
2
5
;
P
roje
t,
2
iU
eJd
こ
t.
1
,
n
o
3
56
,
p
p
.
4
53
･45
4
;

P
roje
t,
n
o
u
v
e
lle
eJd
.,
i.
1
,
n
o
3
76
,pp
.
50
0
ふ
0
1
.
し
か
し
な
が
ら
､
こ
の
点
は
､
後
の
法
律
取
調
委
員
会
原
案
七
四
三
条

争
再
調

査
案
二
四
三
条

(-
財
産
編
二
二
九
条

(後
掲

叩
20
山
参
照
)
の
基
と
な
っ
た
案
)
審
議
に
お
い
て
､
日
本
人
委
員
の
間
で
論
議
を
生
ん

だ
｡
法
律
取
謂
委
員
会

｢民
法
草
案
第
二
編
物
権
ノ
部
議
事
筆
記

(自
第

一
七
回
至
第
二
二
回
)｣
(前
掲
注

(29
)
所
収
)
二
九
貫
以
下
､

七
二
-
七
三
頁
､
法
律
取
調
委
員
会

｢民
法
草
案
財
産
編
再
調
査
案
議
事
筆
記

(自
第

1
回
至
第

一
三
回
)
｣
(法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制

調
査
部
監
修

『日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
Ⅲ
』
(商
事
法
務
研
究
会
､
昭
和
六
三

二

九
八
八
)
年
)
所
収
)

1
二

〇
～
二

二

頁
｡
更

に
､
後
掲
注

(53
)
掲
記
文
献
の
引
用
個
所
も
参
照
｡
な
お
､
｢民
法
編
纂

二
関
ス
ル
諸
意
見
並
雑
書
｣
(法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査

部
監
修

『日
本
近
代
法
史
料
叢
書
10
』
(商
事
法
務
研
究
会
､
昭
和
六
三

(
一
九
八
八
)
年
)
所
収
)
四

1
-

四
二
頁
所
収

｢河
川
､
河

川
敷
､
干
潟
等
ノ
所
有
関
係

ニ
ッ
キ
問
答
｣
は
､
こ
の
論
点
に
関
す
る
諮
問
に
対
す
る
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
回
答
と
思
わ
れ
る
｡

(3
)

同
条
は
､
フ
ラ
ン
ス
民
法
六
五

〇
条
､
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
第

1
版
三
四
条
p
第
二
版
三
四
条
に
由
来
す
る
｡
c
f‥
Proje
t,
Z
J'e

eJd
.,
t.
)
,
p
p
.
66
･
67
;
P
roje
t,
2
LJe
/d
.,
i.
1
,
n
o
e
l
,
p
p
.
∞7
-
88
;
P
roje
t,n

ou
u
e
lle
e/d
こ
t.
1
,
n
o
e
l
,
p
p
.
9
0
･9
1
;
E
xp
oseJ,
t.

2
,
p
p
.
4
3
ふ
4
.

(3
)

同
条
は
､
フ
ラ
ン
ス
民
法
六
四
〇
条
､
イ
タ
リ
ア
民
法
六
三
六
条
､
ポ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
第

一
版
二
三
七
条
､
第
二
版
二
三
七
条
に

由
来
す
る
｡
C
f‥
P
roje
t,
I
.e
e'd
l
t･
1
,
p
p
･
2
09
･2
13
;
P
roje
t,
Z
e
eJd
･,
t･
1
,
n
os
3
63
･3
6
6
,
p
p
･
4
44
ム
4
5
;
P
roje
t･
n
o
u
ue
lle
e'd
･,

2

t.
1
,
n
os
3
63
･3
66
,
p
p
.
48
∞
ム
9
1
;
E
xp
o
seJ,
t.
2
,
p
p
.
24
1
･243
.
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(
鋼

)

同
条
は
､
イ
タ
リ
ア
民
法
五
三
七
条

⑳
五
三
八
条
､
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
第

一
版
二
三
八
条
p
第
二
版
二
三
八
条
に
由
来
す
る
｡

･

II'
,J､･
･･
/

,/

.
I
:‥

‥
l:'･

.
,'
･
J･
:

,.

I
..
'･

'･tJ･

L.
･
'
･
.
･

.I:･Jj･
:

,,･･
,･･
JI.

,,.
I
.
'･=

3
6
7
-3
6
8
,
p
p
.
4
9
T
4
9
8
;
E
xp
o
seJ,
i.
2
,
p
p
.
24
3
･
2415
.

(35
)

同
条
は
､
フ
ラ
ン
ス
民
法
六
八

…
条
p
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
第

一
版
二
三
九
条
､
第
二
版
二
三
九
条
に
由
来
す
る
｡
c
f:
P
roje
t,

frL'
eJd
.,
t.
1
,
p
p
.
2
15
長
1
7
;
P
roje
t,
2
iJ
eJd
.,
i.
1
,
m
.
3
69
,
p
p
.
44
で
4
4
8
;
P
roje
t,
n
o
u
L,e
lle
e/d
"
i.
1
,
n
.
3
69
,
p
p
.
4
9
3
A
94
;

E
xp
o
seJ,
i.
2
,
p
p
.
2
4
5
･24
6
,

(3
)

同
条
は
､
フ
ラ
ン
ス
民
法
六
四

一
条
p
ポ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
第

一
版
二
四

〇
条
p
第
二
版
二
四

〇
条
に
由
来
す
る
｡
c
f;
P
roje
t,

jJIe
eJd
.,
t.
1
,
p
.
2
i7
;
P
roje
t,
Z
P
e/d
二
七,
i
,
n
o
37
0
,
p
.
44
8
;
P
roje
t,
n
o
u
ue
lle
ePd
.,
i.
i
,
n
o
3
7
0
,
p
.
49
5
;
E
xp
oseJ,
t1
2
,
p
.

2J,17
1

(

3

)

同
条
は
､
フ
ラ
ン
ス
民
法
六
四
三
条
p
ポ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
第

1
版
二
四

一
条
､
第
二
版
二
四

∵
条
に
由
来
す
る
｡
c
f‥
P
roje
t,

P
Je
e/d
.,
t｣
,
p
p
.
2
17
･2
2
1
;
P
roje
t,
Z
P
eJd
.,
i.
i
,
m
05371
ム
7
3
,
p
p
.
44
9
A
5
1
;
P
roje
t,
n
o
u
L,e
lle
eJd
.,
t｣
,
n
.S
3
7
1
-
3
73
,
P
P
I

4
9
5
A
97
;
E
xp
ose/,t
.

2
,
p
p
.
2
4
6
長
4
8
.

(3
)

同
条
は
､
フ
ラ
ン
ス
民
法
六
四
四
条
p
イ
タ
リ
ア
民
法
五
四
三
条
､
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
第

一
版
二
四
三
条

二

一四
七
条

二

一四
八

条
､
第
二
版
二
四
三
条

二

一四
七
条

二

一四
八
条
に
由
来
す
る

(新
版
で
は
二
四
四
条

二

1i四
五
条
)
｡
c
f:
P
ro
jet,Zre
eJd
こ
t.
1
,
p
p
.

22
2
･2
2
5
,
p
p
.
2
2
9
･2
3
0
;
P
roje
t,
2
L)
efd
.,
i.
1
,
n
.S
3
7
5
ム
7
8
,
p
p
,
4
52
･4
5
6
,
m
0
3
∞
2
,
p
p
.
4
5
9
A
6
0
,
n
.
3
83
,
p
.4
6
0
;
P
roje
t,
n
o
u
･

ue
lle
eJd
.,
i.
1
,
n
os
3
7
5
-3
7
8
te
r
,
p
p
.
4
9
8
-
50
5
,
m
｡
3
7
8
te
r,
n
o
te
(2
)
,
p
.
5
0
5
,
n
o
3
7
9
,
p
1
50
5
;
E
x
p
o
seJ,
i.
2
,
p
p
.
24
8
-2
5
1
.

な
お
､
同
条
に
関
す
る
法
律
数
詞
委
員
会
審
議
に
つ
き
､
前
掲
注

(封
)
参
照
｡

(39
)

同
条
は
､
フ
ラ
ン
ス
民
法
六
四
五
条
p
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
第

一
版
二
四
四
条
､
第
二
版
二
四
四
条
に
由
来
す
る

(新
版
で
は
二
四

六
条
)
｡
c
f‥
P
roje
t,
frij
e/d
.,
i.
1
,
p
p
,
2
2
5
･
2
2
6
;
P
r
oje
t,
2
e
eJd
.,
i.
i
,
n
.
37
9
,
p
p
.
44
6
ふ
5
7
;
P
r
oje
i,
n
o
u
L,e
lle
eJd
"
t｣
)

n
｡
3
8
0
,
p
p
1
5
0
5
j
O
6
;
E
x
p
osef,
t.
2
,
p
.
2
5
1
.

(朝
)

同
条
は
､
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
第

一
版
二
四
五
条
､
第
二
版
二
四
五
条
に
由
来
す
る

(新
版
で
は
二
四
八
条
)
｡
C
･f:
P
r
oje
t,
Ire

I
.I:.
.

=
.･
'.'.-I.･･
.
)

∵

･･:I
,

･･

二

.
I;
=二

.I"

.

IJ'
.
:
,'

･,
･F',
I:I

,･
∴
i
.
.'
･,I
:I.
..
･三

･
･H
!
･

E
xp
ose/,
t.
2
,
p
p
.
2
5
1･
25
2
.

(鶴
)

同
条
は
､
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
第

一
版
二
四
九
条
､
第
二
版
二
四
九
条
に
由
来
す
る
｡
c
f:
P
roje
t,
P
Je
eJd
.,
tL
,
p
p
.
23
〒
233
;
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P
roje
t,
2L'
eJd
.,
i.
1
,
n
o
3
84
,
p
.
4
60
;
P
roje
t,
n
o
u
v
e
lle
eJd
.,
i.
1
,
n
o
3
84
,
p
p
.
50
9
;
E
xp
oseJ,
t.
2
,
p
.
2
52
.

(彪
)

同
条
は
､
フ
ラ
ン
ス
1
八
四
五
年
四
月
二
九
日
法
律
､

1
八
四
七
年
七
月

H

目
法
律
､
イ
タ
リ
ア
民
法
五
九
八
条
p
ボ
ワ
ソ
ナ
ー

ド
草
案
第

一
版
二
五

〇
条
p
第
二
版
二
五

〇
条
に
由
来
す
る
｡
c
f:
P
r
oje
t,
frL9
e/d
.,
i.
1
,
p
p
.
23
∵
23
3
;
P
roje
t,
2
?
eJd
.,
t.
1
,
n
.

3
∞
5
,
p
p
,
4
6
0
･4
6
2
;
P
rojOet,
n
O
u
L)e
lle
ePd
.,
t｣
,
n
o
3
8
5
,
p
p
.
50
9
･5
11
;
E
xp
o
se
P▲
t.
2
,
p
p
.
252
･2
53
.

(亜
)

同
条
は
､
フ
ラ
ン
ス

山
八
五
四
年
六
月

一
〇
日
法
律
p
イ
タ
リ
ア
民
法
六
〇
九
条

こ
ハ
一
〇
条
p
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
第

一
版
二
五

二
条
､
第
二
版
二
五
二
条
に
由
来
す
る
｡
c
f=
P
roje
t,
fre
e/d
=
t.
1
,
p
p
.
2
3や
238
;
P
roj.e
t,
2
L9
e/d
.,
t｣
d
n
os3
∞
㌍
3
88
,
p
p
.
4
63
･

4
6
5
;
P
roje
t,
n
o
u
v
e
lle
eJd
.,
i.
i
,
n
os
38
㌍
∽
∞
8
,
p
p
.
5
1㌍
5
14
;
E
xp
oseJ,
i.
2
,
p
p
.
2
5㌍
2
54
.

(朗
)

同
条
は
､
フ
ラ
ン
ス
一
八
五
四
年
六
月

一
〇
日
法
律
p
イ
タ
リ
ア
民
法
五
九
八
条

こ
ハ
〇
九
条

こ
ハ
一
〇
条
､
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
事
案

第

一
版
二
重

二
条
p
第
二
版
二
五
三
条
に
由
来
す
る
｡

c
f:
P
roje
t,
P
Je
eJd
.,
i.
1
,
p
p
.
23
8
長
39
;
P
rojfe
i,
2
e
ePd
"
i.
1
,
n
.3
89
,
p
.

4
6
5
;
P
roje
t,
n
o
u
ue
lle
ePd
"
t.
1
,
n
.
3
89
,
p
p
.
5
14
ふ
15
;
E
xp
oseJ,
i.
2
,
p
,
2
54
.

(那
)

同
条
は
p
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
第

一
版
二
五
四
条
p
第
二
版
二
五
四
条
に
由
来
す
る
｡
c
f:
P
roje
t,
P
'e
e'd
.,
i.
1
,
p
p
.
23
8
･23
9
;

P
roje
t,
2
z
eJd
.,
i.
1
,
n
o
39
0
,
p
p
.
4
65
ム
66
;
P
roje
t,
n
o
u
u
e
lle
e

Jd
"
tL
V
n
o
3
90
,
p
p
,
5
15
品
i6
;
E
xp
osef,
t.
2
,
p
p
.
2
5や
2
55
.

(覗
)

同
条
は
p
フ
ラ
ン
ス
一
八
五
四
年
六
月

一
〇
冒
法
律
p
イ
タ
リ
ア
民
法
五
九
九
条
､
ポ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
第

一
版
二
五
五
条
p
第
二

版
二
五
五
条
に
由
来
す
る
｡
c
f:
P
roje
t,
77.e
ePd
.,
i.
1
,
p
p
.
24
?
242
;
P
roje
t,
2
?
eJd
"
i.
1
,
n
os
3
9
1
-3
92
,
p
p
.
4
66
A
68
;
P
r
oje
t,

n
o
u
z)e
lle
eJd
こ
t｣
,
n
.5
3
9
T
3
9
2
,
p
p
.
5
16
品
18
;
E
xp
oseP,
i.
2
,
p
p
.
2
5
㌍
2
56
.

(節
)

同
条
は
､
フ
ラ
ン
ス
一
八
四
七
年
七
月

二

日
法
律
､
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
第

一
版
二
五
六
条
､
第
二
版
二
五
六
条
に
由
来
す
る
｡

C
f‥
P
roje
t,
]7Je
ePd
.,
i.
1
,
p
p
.
24
2
長
4
4
;
P
roje
t,
Z
J
ePd
"
t｣
〉
n
os
3
93
-3
94
,
p
p
.
4
68
ふ
6
9
;
P
roje
t,
n
o
u
L7e
lle
eJd
.,
t.
1
,
m
os

3
93
･3
94
,
p
p
.
5
18
品
i9
;
E
x
p
oseP,
i.
2
,
p
p
.
2
56
･2
57
.

(亜
)

同
条
は
､
イ
タ
リ
ア
民
法
五
五
六
条
p
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
第

一
版
二
八
五
条
p
第
二
版
二
八
五
条
に
由
来
す
る
｡
c
f‥
P
roje
t,

fre
eJd
.,
i.
1
,
p
p
.
2
90
･
29
1
;
P
roje
t,
2k'
e/d
J

｣
,
n
.
43
1
,
p
p
.
5
12
品
i3
;
P
roje
t,
n
o
u
ve
lle
ePd
こ
t.
1
,
m
.
4
3
1
,
p
p
.
57
1
品
7
2
;

E
xp
oseJ,
i.
2
,
p
p
.
27
9
-280
.

(亜
)

同
条
は
､
フ
ラ
ン
ス
民
法
六
九

〇
条

こ
ハ
九

1i
条

こ
ハ
四
二
条
p
イ
タ
リ
ア
民
法
六
三
七
条
､
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
第

一
版
二
九
六

条
､
第
二
版
二
九
六
条
に
由
来
す
る

(新
版
で
は
二
九
七
条

)｡
cf‥
P
roje
t,
I
.e
eJd
･,
t･
i
,
p
p
･
32
2
･3
2
5
;
P
roje
t,
2
'
ePd
･,
こ

,
n
.S

25

111l
ニ
''･L
.1:･
.･.

,..=

こ
､
･
,

[･JJ､､･
･.･
･
,:

I.
.
=!

'".･･
.".
:I.H

')
.I
;
.I...
I
:

Z.
J'ニ
ー
';二
"
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(5
)

同
条
は
､
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
第

7
版

三
〇
山
条
､
第
二
版

三
〇
一
条
に
由
来
す
る
｡
c
f:
P
roje
t,
77Lj
e/d
.,
t.
1
,
p
p
.
3
3
5
･33
∞
…

6

P
roje
t,
2
LP
eJd
.,
t.
1
,
m
宗
46
8
ふ
69
,
p
p
.
5
59
･5
6
0
;
P
roje
t,
n
o
u
ue
lle
eJd
.,
t.
1
,
n
os
4
68
ふ
69
,
p
p
.
62
2
ふ
24
;
E
x
p
o
seJ,
t.
2
,
p
p
.

2

3
0
で
13
09
.

(5
)

同
条
は
､
イ
タ
リ
ア
民
法
六
五
〇
条

-
六
五
二
条
､
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
第

一
版
三
〇
二
条
､
第
二
版
三
〇
二
条
に
由
来
す
る
｡

C
f‥
P
roje
t,
ZZ.e
eJd
.,
i.
1
,p
p

.

33
∞
1
34
2
;
P
roje
t,
2
2
eJd
.,
i.
)
,
n
os
4
7
0
-4
7
2
,
p
p
.
56
0
-
563
,･
P
roje
t,
n
o
u
ue
lle
eJd
.,
t.
1
,
m
os

4
7
0
･4
7
2
,
p
p
.
624
･6
27
;
E
xp
ose',
t.
2
,
p
p
.
3
09
I3
11
.

(5
)

P
roje
t,
(2L?
e'd
.)
,
t.
3
,
n
os
33
･5
0
,
p
p
.
4
6
ふ
3
;
P
roje
t,
n
o
u
LJe
lle
eJd
.,
i.
3
,
n
os
3
3
･
50
,
p
p
.
4
4
ふ
2
.

(53
)

法
律
取
調
委
員
会

｢民
法
草
案
財
産
取
得
編
議
事
筆
記

(自
第
四
二
回
至
第
四
四
回
)
｣
(法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修

『日
本
近
代
法
史
料
叢
書
9
』
(商
事
法
務
研
究
会
､
昭
和
六
二

(
一
九
八
七
)
年
)
所
収
)
三
三
貫
以
下
､
法
律
取
調
委
員
会

｢民
法
草

案
財
産
取
得
編
再
調
査
薬
議
事
筆
記

(自
第

一
四
回
至
第
二
五
回
)
｣
(前
掲
注
(凱
)所
収
)

一
四
頁
以
下
｡
な
お
､
そ
こ
で
は
内
務
省
と

の
調
整
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
｡

(鍋
)

同
条
は
､
フ
ラ
ン
ス
民
法
五
五
六
条
､
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
六

一
四
条
に
由
来
す
る
｡
P
roje
t,
(2
LJ
e/d
.)
,
i.
3
,
m(訪
33･3
7
,
p
p
.

4
6
･52
;

P
roje
t,
n
o
u
v
e
lle
eJd
.,
t.
3
,
n
os
33
･37
,
p
p
.
44
品
0
;
E
xp
ose/,
i.
3
,
p
.
22
.

(55
)

そ
の
代
表
的
な
例
と
と
し
て
は
､
草
案
の
定
め
る
不
法
行
為
規
定
が
国
家
公
共
団
体
に
よ
る
不
法
行
為
に
も
適
用
さ
れ
る
か
､
と
い

う
点
を
め
ぐ
る
議
論
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
は
こ
れ
を
肯
定
し
､
そ
の
結
果
､
草
案
第

一
版
三
九
五
条

ェ
讐

1

版
三
九
三
条
は
､
｢公
私
の
事
務
所
｣
が
使
用
者
責
任
を
負
う
と
し
て
い
た
｡
即
ち
､
右
草
案
は
､
現
行
法
で
い
え
ば
民
法
七

一
五
条
の

み
な
ら
ず
国
家
賠
償
法

一
条
の
領
域
を
も
守
備
範
囲
と
し
て
い
た
｡
と
こ
ろ
が
､
右
の
立
場
は
草
案
の
元
老
院
審
議
の
段
階
で
大
い
に
問

題
と
な
り
､
結
局
､
旧
民
法
正
文
に
お
い
て
上
記
部
分
は

｢総
テ
ノ
委
託
者
｣
と
の
表
現
に
後
退
し
た

(財
三
七
三
条
)
｡
な
お
､
同
条

に
関
し
て
は
､
パ
テ
ル
ノ
ス
ト
ロ
､
レ
ー
ス
ラ
ー
､
オ
ッ
ト
ー

◎
ル
ド
ル
フ
､
カ
ー
ク
ウ
ッ
ド
､
モ
ッ
セ
ら
の
外
国
人
法
律
顧
問
に
よ
る

否
定
的
な
意
見
書
､
及
び
､
こ
れ
を
受
け
た
西
成
度
､
松
岡
康
毅
､
井
上
正

二

磯
部
四
郎
､
今
村
和
郎
ら
法
律
取
調
委
員
会
メ
ン
バ
ー

か
ら
の
修
正
意
見
書
が
存
す
る
｡
法
律
取
調
委
員
会

｢民
法
草
案
財
産
編
第
三
七
三
条

二
関
ス
ル
意
見
｣

(

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調

査
部
監
修

『日
本
近
代
法
史
料
叢
書
16
』
(商
事
法
務
研
究
会
､
平
成
元

(
一
九
八
九
)
年
)
所
収
)｡
こ
れ
ら
の
意
見
書
は
､
河
川
改
修

に
伴
う
損
失
保
障
等
の
問
題
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
点
で
も
興
味
深
い
0

(5
)

P
roje
t,
(2
L'
eJd
.)
,
t.
3
,
n
os
8
9
･9
0
,
p
p
.
10∞
⊥
lt
;
P
roje
t,
n
o
u
L,e
lle
eJd
こ
n
tB
8
9
-90
,
p
p
.
10
7
1
09
.
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27

(
5
)

ボ

ワ
ソ
ナ

ー
ド
草
案

及
び

旧
民
法

の

｢
法

源
｣
性

に
言

及

し

た
最
新

の
論
稿

と
し
て
p
池
田
桑
朗

｢指
名
債
権
譲
渡
法
理
と
債
権
流

動

化

へ
の
学

理
的
対

応
-

民
法
解

釈
学
方

法
論

の
角
度

か
ら
-

｣
法
学
研

究

(慶
慮
義
塾
大
学
)
七
〇
巻

二

言
可

(平
成
九

(
1
九

九

七
)
年

)

1
五
六
%
'
(註

7
)
｡

な

お
､

こ

の
点

に
関

し

て
は
､
更

に
､

七
戸

克
彦

｢
『法
源
』
と
し
て
の
ボ

ワ
ソ
ナ
ー
ド
民
法
典
｣
法

律

時
報

七
〇
巻

九
号

(平
成

一
〇

(
山
九

九

八
)
年

)

三
六
頁

も
参

照
｡


